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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

回次 第23期中 第24期中 第25期中 第23期 第24期

会計期間 

自平成16年 
 １月１日 
至平成16年 
 ６月30日 

自平成17年
 １月１日 
至平成17年 
 ６月30日 

自平成18年
 １月１日 
至平成18年 
 ６月30日 

自平成16年 
 １月１日 
至平成16年 
 12月31日 

自平成17年
 １月１日 
至平成17年 
 12月31日 

(１)連結経営指標等     

売上高（千円） 9,230,898 8,289,020 5,948,184 19,355,863 17,946,928 

経常利益又は損失（△） 

（千円） 
515,089 105,080 △43,225 935,201 373,361 

中間（当期）純利益又は損失

（△）（千円） 
274,511 82,167 △37,099 483,584 243,494 

純資産額（千円） 8,571,129 8,587,341 8,669,505 8,711,407 8,769,037 

総資産額（千円） 13,358,761 13,158,189 12,092,752 12,744,048 13,487,856 

１株当たり純資産額（円） 723.71 736.35 743.46 740.13 751.61 

１株当たり中間（当期）純利

益又は損失（△）（円） 
23.20 7.01 △3.18 39.16 20.47 

潜在株式調整後１株当たり中

間（当期）純利益（円） 
23.08 － － 39.06 － 

自己資本比率（％） 64.2 65.3 71.2 68.4 65.0 

営業活動によるキャッシュ・

フロー（千円） 
2,410,538 497,572 2,394,709 1,273,789 772,912 

投資活動によるキャッシュ・

フロー（千円） 
△39,278 77,423 91,336 △22,371 138,272 

財務活動によるキャッシュ・

フロー（千円） 
△1,040,657 △329,573 △3,808,995 △18,695 △310,307 

現金及び現金同等物の中間期

末（期末）残高（千円） 
2,510,099 2,658,401 1,691,189 2,412,243 3,013,168 

従業員数 

[外、平均臨時雇用者数]

（人） 

216 

[68] 

216 

[66] 

244 

[39] 

215 

[67] 

201 

[62] 

 



（注）１．連結売上高及び売上高には消費税等は含まれておりません。 

２．第24期中及び第24期については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため潜在株式調整後１株当た

り中間（当期）純利益は記載しておりません。 

３．第25期中については、中間純損失であるため潜在株式調整後１株当たり中間純利益は記載しておりません。 

回次 第23期中 第24期中 第25期中 第23期 第24期

会計期間 

自平成16年 
 １月１日 
至平成16年 
 ６月30日 

自平成17年
 １月１日 
至平成17年 
 ６月30日 

自平成18年
 １月１日 
至平成18年 
 ６月30日 

自平成16年 
 １月１日 
至平成16年 
 12月31日 

自平成17年
 １月１日 
至平成17年 
 12月31日 

(２)提出会社の経営指標等     

売上高（千円） 7,374,515 6,949,970 3,613,627 15,697,237 14,774,182 

経常利益又は損失（△） 

（千円） 
469,209 74,599 △155,738 845,368 259,418 

中間（当期）純利益又は損失

（△）（千円） 
274,581 67,070 △96,019 484,607 174,717 

資本金（千円） 1,339,634 1,339,634 1,339,634 1,339,634 1,339,634 

発行済株式総数（株） 11,849,899 11,849,899 11,849,899 11,849,899 11,849,899 

純資産額（千円） 8,540,148 8,552,167 8,463,556 8,682,133 8,678,226 

総資産額（千円） 12,425,630 12,617,631 9,543,935 11,962,647 13,049,316 

１株当たり純資産額（円） 721.09 733.34 725.80 738.47 744.18 

１株当たり中間（当期）純利

益又は損失（△）（円） 
23.20 5.72 △8.23 40.07 14.94 

潜在株式調整後１株当たり中

間（当期）純利益（円） 
23.09 － － 39.97 － 

１株当たり中間（年間）配当

額（円） 
－ － － 10 10 

自己資本比率（％） 68.7 67.8 88.7 72.6 66.5 

従業員数 

[外、平均臨時雇用者数]

（人） 

173 

[54] 

179 

[54] 

160 

[28] 

176 

[54] 

165 

[50] 



２【事業の内容】 

 当中間連結会計期間において、当社グループが営んでいる事業の内容に重要な変更はありません。 

なお、平成18年5月16日付にてエヌエス・マイクロエレクトロニクス株式会社の株式を100％取得し、子会社といたし

ました。  



３【関係会社の状況】 

  当連結中間会計期間において、以下の会社が新たに提出会社の連結子会社となりました。 

 （注）特定子会社に該当しております。 

４【従業員の状況】 

(１)連結会社の状況 

（注）１．当社グループは、単一の事業区分において営業を行っており、全従業員数を半導体関連事業に含めて記載して

おります。 

２．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は（ ）内に当中間連結会計期間の平均人員を外数で記載しており

ます。 

３．従業員数が前連結会計年度末に比べ43名増加したのは、当中間連結会計期間にエヌエス・マイクロエレクトロ

ニクス株式会社が新たに連結子会社となったためであります。 

(２)提出会社の状況 

（注）従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は（ ）内に当中間会計期間の平均人員を外数で記載しております。 

(３)労働組合の状況 

   労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

名称 住所 
資本金 

（千円） 
主要な事業の内容

議決権の所有割合 

又は被所有割合 
関係内容 

（連結子会社）  

エヌエス・マイク

ロエレクトロニク

ス株式会社（注） 

 東京都港区 90,000  半導体の輸入販売 100％ 
役員の兼任３名 

資金の貸付あり。

  平成18年６月30日現在

事業区分の名称 従業員数（人） 

半導体関連事業 244 (39)

合計 244 (39)

  平成18年６月30日現在

従業員数（人） 160 （28） 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(１)業績 

 当中間連結会計期間の日本経済は、企業収益の改善を背景に設備投資が増加し、個人消費につきましても、雇用

環境及び所得の改善により底堅く推移しており、景気回復基調を持続しました。エレクトロニクス業界におきまし

ては、2006FIFAワールドカップの効果や価格低下による値ごろ感に後押しされて薄型テレビの需要が旺盛であった

ことや、携帯電話に対する需要が堅調であったことなどから、底堅く推移いたしました。 

 このような市場環境の中、当社グループでは、基盤事業であるＰＬＤ（Programmable Logic Devices：特定用途

向けカスタム品）の仕入先の変更に伴うビジネスの再構築に優先的に取り組んでまいりました。まず、平成18年３

月31日付にて販売代理店契約が解消したアルテラ社とのビジネスについて、業務の引継・顧客移管作業を行い、ア

ルテラ社製品の在庫の返却を行いました。その結果、６月末までに、すべての顧客移管業務及び在庫の返却が完了

しております。一方で、平成18年１月25日に正式に販売代理店契約の締結を発表したＰＬＤソリューションの世界

的リーダーであるザイリンクス社とのビジネスについては、販売オペレーション及び営業推進体制の構築、顧客移

管に取り組んでまいりました。その結果、オペレーション体制につきましては、ＩＴインフラ、品質管理体制を整

え、４月１日から出荷を開始することができました。営業推進体制につきましても、５月までには全営業及び技術

の担当者がザイリンクス社の販売員資格の認定を取得し、各種販売促進プロモーションの展開や技術セミナーの開

催を通して活発に顧客層の拡大、採用案件の獲得を行っており、現在順調に営業活動を推進しております。 

 また、当社グループにおける第２の事業の柱であるアナログソリューションにおきましては、平成18年５月16日

に、高性能アナログ半導体及びサブシステムの世界的リーダーであるナショナル セミコンダクター社製品の日本

市場における有力な販売代理店であるエヌエス・マイクロエレクトロニクス株式会社の株式を取得し、事業の強化

を図りました。今後、ＰＬＤソリューションの再構築を加速させるとともに、強化したアナログソリューションと

の相乗効果を高め、ＰＬＤをコアとしてシステム提案の戦略を更に推進してまいります。 

 こうした中、当中間連結会計期間の売上高は、アルテラ社製品の顧客の引継ぎ作業が当初の見込みより長期化し

たことに加え、携帯電話向けのアナログソリューション及びシステムソリューションが堅調に推移したことが寄与

し、全体としては、見通しを若干上回って推移いたしました。しかしながら、ＰＬＤソリューションの仕入先変更

の移行期にあたる当中間連結会計期間は前中間連結会計期間に比較し、売上高は低調に推移し、59億４千８百万円

（前年同期比28.2％減）となりました。 

 営業利益につきましては、ＰＬＤソリューションの移行期にあたることを前提に経費節減につとめましたが、前

中間連結会計期間に比較して売上高が大幅に減少したことに加え、売上総利益率が移行期の影響によって若干低下

したことが起因し、１億５千万円（前中間連結会計期間は２億３千９百万円の営業利益）の営業損失を計上いたし

ました。 

 経常利益につきましては、上記の営業損失に対し、円高により為替差益が発生したこと、受取手数料が発生した

ことが貢献し、経常損失は４千３百万円（前中間連結会計期間は１億５百万円の経常利益）となりました。 

 その結果、中間純損失は３千７百万円（前中間連結会計期間は８千２百万円の中間純利益）となりました。 

(２)キャッシュ・フローの状況 

 当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、期首残高に比べ13億２千１百万円減少し、当中間連結会計

期間末には16億９千１百万円となりました。 

 当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、主力商品であるアルテラ社ビジネスの終息、及びザイリン

クス社ビジネスの新規立ち上げの遅延に伴う一時的な事業の縮小により売上債権の回収が進行したこと等により、

23億９千４百万円の収入（前年同期比381.3％増）となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、エヌエス・マイクロエレクトロニクス株式会社を新たに子

会社化したことに伴うキャッシュ・フローが収入となったこと等により、９千１百万円の収入（前年同期比18.0％

増）となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、借入金の返済、社債の償還及び配当金の支出等があったこ

と等により、38億８百万円の支出（前中間連結会計期間は３億２千９百万円の支出）となりました。 



２【仕入、受注及び販売の状況】 

(１)仕入実績 

 当中間連結会計期間の仕入実績を事業ごとに示すと、次のとおりであります。 

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(２)受注状況 

 当中間連結会計期間の受注状況を事業ごとに示すと、次のとおりであります。 

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(３)販売実績 

 当中間連結会計期間の販売実績を事業ごとに示すと、次のとおりであります。 

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

事業区分 

当中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日 
 至 平成18年６月30日) 

金額（千円） 前年同期比（％） 

半導体関連事業 1,636,940 △79.1 

合計 1,636,940 △79.1 

事業区分 

当中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日 
 至 平成18年６月30日) 

受注高（千円） 前年同期比（％） 受注残高（千円） 前年同期比（％）

半導体関連事業 4,963,576 △39.8 998,011 △19.5 

合計 4,963,576 △39.8 998,011 △19.5 

事業区分 

当中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日 
 至 平成18年６月30日) 

金額（千円） 前年同期比（％） 

半導体関連事業 5,948,184 △28.2 

合計 5,948,184 △28.2 



３【対処すべき課題】 

 当中間連結会計期間において、新たに発生した事業上の対処すべき課題は、次のとおりであります。 

 (１)基盤となるＰＬＤソリューションの再構築と強化 

 市場環境の変化に柔軟に対応できるという特徴をもつＰＬＤ（Programmable Logic Device：特定用途向けカス

タム品）は、状況に応じて何度でも開発エンジニアの手元で設計を変更できるという柔軟性をもつ半導体で、付加

価値の高い電子機器を大きな初期投資のリスクを伴わず、短期間で市場投入することを可能にします。 

 当社グループはＰＬＤが黎明期であった1985年当時から販売活動を開始し、その普及に努めてまいりました。市

場に投入されてから約20年を経た現在、ＰＬＤは技術革新により、高集積、高機能、高速化を実現し、幅広い電子

機器に採用されるようになりました。こうして用途や顧客層が拡大し、量産効果が発揮できるようになったことに

より、価格競争力も向上しております。また、近年では経済のグローバル化やインターネットの普及により、電子

機器の開発期間やライフサイクルは益々短縮化しており、ＰＬＤはそのような時代のニーズに合致した製品となっ

ております。 

 この度当社グループは、約20年間基幹商品として取り扱ってきたＰＬＤのメーカーであるアルテラ社と平成18年

３月31日をもって販売代理店契約を解消し、替わりにＰＬＤソリューションの世界的リーダーであるザイリンクス

社と新たに販売代理店契約を締結し、平成18年２月１日から営業活動を開始しております。当中間連結会計期間に

おいては、担当顧客の移管に際し実際の引継ぎ業務が当初の予定より３ヶ月から６ヶ月遅れて推移しているもの

の、様々なプロモーション活動により新規顧客の開拓は順調に推移しております。こうした経過を踏まえ、当社グ

ループとしては、長年蓄積してきたＰＬＤ販売におけるノウハウと技術サポートの経験を活かし、強みとするきめ

細かい技術サポートとお客様の製品全体の理解に基づいたシステム提案によって、担当顧客の移管を迅速に推進

し、顧客基盤の維持を図ってまいります。更に、ザイリンクス社の幅広い製品群とそれぞれの製品の強みを活か

し、これまで未開拓であった新たな顧客層及び応用電子機器の拡大を促進してまいります。 

 (２)アナログソリューションの拡大 

  デジタル技術の進歩に伴いアナログ半導体の重要性は今までになく高まっています。先進的な機器の複雑な電源

コントロールや携帯電話やデジタルカメラなどのポータブル機器のパワーマネージメントなどの機能実現にアナロ

グ技術は欠かせないものとなっており、今後も高い需要が見込まれます。これまで当社グループにおけるアナログ

ソリューションは、グループ会社のアルファ電子株式会社が、高性能アナログ半導体及びサブシステムの世界的リ

ーダーであるナショナル セミコンダクター社製品を軸に推進してまいりましたが、この度平成18年５月16日、同

じくナショナル セミコンダクター社の日本市場における有力な販売代理店であるエヌエス・マイクロエレクトロ

ニクス株式会社の株式を取得し、事業の強化を図りました。これを機に、これまで蓄積してきたアナログ技術に関

する知識や経験を活かし、携帯電話やデジタルカメラ等のデジタル民生機器に加え、当社グループが強みとする幅

広い産業機器分野の顧客層に向け、アナログ半導体の拡販と顧客層の拡大を図ってまいります。  

 (３)効率的なグループ経営 

  当社グループは、新たに平成18年５月16日に高性能アナログ半導体及びサブシステムの世界的リーダーであるナ

ショナル セミコンダクター社製品の日本市場における有力な販売代理店であるエヌエス・マイクロエレクトロニ

クス株式会社の株式を取得し、グループに加えました。グループ各社は、取扱商品、顧客基盤などにより、それぞ

れ特徴をもった事業展開をしておりますが、今後はグループ各社間での業務の再編・統合や人材の交流などを含

め、更に効率的なグループ経営に努めてまいります。 



４【経営上の重要な契約等】 

 当中間連結会計期間において、新たに締結した重要な契約は次のとおりであります。 

 （代理店契約） 

 （注）アルテラ インターナショナル社との販売代理店契約は平成18年３月31日に解消しております。 

 （株式譲渡契約） 

 当社グループにおけるアナログ半導体ビジネスを強化するために、当社は平成18年５月16日付にて日本電素工業株

式会社、ナショナル セミコンダクター ジャパン株式会社および沖電気工業株式会社からエヌエス・マイクロエレク

トロニクス株式会社の発行済株式総数を取得いたしました。同社は、当社の特定子会社に該当いたします。 

５【研究開発活動】 

 当中間連結会計期間において、該当事項はありません。 

契約会社名 相手方の名称 国名 契約締結日 契約内容 契約期間 

株式会社パルテック  ザイリンクス社   米国 
平成18年 

１月25日 

ザイリンクス社製品に

関する日本国内での販

売代理店契約 

平成18年１月25日より、

書面合意による１年毎の

更新 

契約会社名 相手方の名称 国名 契約締結日 契約内容 備考 

 株式会社パルテック  

ナショナル セミ

コンダクター ジ

ャパン株式会社 

 日本 
平成18年  

５月16日  

 エヌエス・マイクロ

エレクトロニクス株式

会社株式譲渡契約 

 － 

 株式会社パルテック  
日本電素工業株

式会社  
 日本 

平成18年  

５月16日  

 エヌエス・マイクロ

エレクトロニクス株式

会社株式譲渡契約 

  － 

 株式会社パルテック  
沖電気工業株式

会社 
 日本 

平成18年  

５月16日  

 エヌエス・マイクロ

エレクトロニクス株式

会社株式譲渡契約 

  － 



第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

 当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

２【設備の新設、除却等の計画】 

 当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変更はあ

りません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(１)【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

（注）提出日現在発行数には、平成18年９月１日以後に新株予約権の権利行使により発行された株式数は含んでおりま 

せん。 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 23,562,000 

計 23,562,000 

種類 
中間会計期間末現在 
発行数（株） 

(平成18年６月30日) 

提出日現在発行数
（株） 

(平成18年９月21日) 

上場証券取引所名又は
登録証券業協会名 

内容 

普通株式 11,849,899 11,849,899 
ジャスダック証券取引

所 
－ 

計 11,849,899 11,849,899 － － 



(２)【新株予約権等の状況】 

（イ）旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権（ストック・オプション）に関する事項は、次のとおりであ

   ります。 

①平成13年３月28日定時株主総会決議 

（注）１．新株引受権の目的となる株式の数とは、旧商法280条ノ19に基づく特別決議における新株発行予定数から既に

発行した株数及び退職等の事由により新株引受権を喪失した株数を減じた数のことであります。 

２．(１)対象者として新株引受権を付与された者が、当社、または当社がその株式を20％以上保有する会社の取締

役、監査役または従業員としての地位を継続的に保有する限り、付与された権利の一部または全部を行使

することができるものといたします。     

(２)対象者として新株引受権を付与された者が、当社、または当社がその株式を20％以上保有する会社の取締

役、監査役または従業員でなくなり、その日から３ヶ月を経過したときは、新株引受権を喪失するもの

といたします。 

(３)新株引受権に関するその他の細目については、平成13年３月28日開催の当社定時株主総会および同総会後

開催する取締役会決議に基づき、当社と対象取締役・従業員との間で締結する新株引受権付与契約に定

めるところによるものであります。 

３．当社が株式分割および時価を下回る払込価額で新株を発行するときは、次の算式により発行価額の調整をし、

調整により生じる１円未満の端数は切り上げるものといたします。 

  
中間会計期間末現在
（平成18年６月30日） 

提出日の前月末現在
（平成18年８月31日） 

新株予約権の数 － － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同  左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） （注）１ 126,600 126,600 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1,974 1,974 

新株予約権の行使期間 
自   平成15年５月１日 

至   平成20年４月30日 
同  左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格          1,974 

資本組入額     987 
同  左 

新株予約権の行使の条件 （注）２ 同  左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権の譲渡、質入れ

その他の処分および相続は

認めない。 

同  左 

代用払込みに関する事項 － － 

調整後新株

発行価額 
＝ 
調整前新株

発行価額 
× 
既発行株式数 ＋ 

新規発行株式数 × １株当たり払込金額  

分割・新規発行前の株価  

既発行株式数 ＋ 分割・新規発行による増加株式数  



②平成14年３月27日定時株主総会決議 

（注）１．新株引受権の目的となる株式の数とは、旧商法280条ノ19に基づく特別決議における新株発行予定数から既に

発行した株数及び退職等の事由により新株引受権を喪失した株数を減じた数のことであります。 

２．(１)対象者として新株引受権を付与された者が、当社、または当社がその株式を20％以上保有する会社の取締

役、監査役または従業員としての地位を継続的に保有する限り、付与された権利の一部または全部を行使

することができるものといたします。 

(２)対象者として新株引受権を付与された者が、当社、または当社がその株式を20％以上保有する会社の取締

役、監査役または従業員でなくなり、その日から３ヶ月を経過したときは、新株引受権を喪失するものと

いたします。 

(３)新株引受権に関するその他の細目については、平成14年３月27日開催の当社定時株主総会および同総会後

開催する取締役会決議に基づき、当社と対象取締役・従業員との間で締結する新株引受権付与契約に定め

るところによるものであります。 

３．当社が株式分割および時価を下回る払込価額で新株を発行するときは、次の算式により発行価額の調整をし、

調整により生じる１円未満の端数は切り上げるものといたします。 

  
中間会計期間末現在
（平成18年６月30日） 

提出日の前月末現在
（平成18年８月31日） 

新株予約権の数 － － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同  左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） （注）１ 155,000 155,000 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 789 789 

新株予約権の行使期間 
自   平成16年５月１日 

至   平成21年４月30日 
同  左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格      789 

資本組入額     395 
同  左 

新株予約権の行使の条件 （注）２ 同  左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権の譲渡、質入れ

その他の処分および相続は

認めない。 

同  左 

代用払込みに関する事項 － － 

調整後新株

発行価額 
＝ 
調整前新株

発行価額 
× 
既発行株式数 ＋ 

新規発行株式数 × １株当たり払込金額  

分割・新規発行前の株価  

既発行株式数 ＋ 分割・新規発行による増加株式数  



（ロ）旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。  

①平成15年３月29日定時株主総会決議 

（注）１．(１)新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」という。）が権利行使時においても、当社または当

社子会社、当社持分法適用関連会社の取締役、監査役または従業員としての地位を継続的に保有する限

り、またはその地位を喪失した日から３ヶ月間以内に限り、付与された権利の一部または全部を行使する

ことができるものといたします。 

(２)新株予約権の質入れその他の処分及び相続は認めないものといたします。 

(３)新株予約権に関するその他の細目については、平成15年３月29日開催の当社定時株主総会及び同総会以後

に開催される取締役会決議により決定し、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に

定めるところによるものといたします。 

２．新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合または時価を下回る価額による新株の発行もしくは自己株式の

処分を行う場合（新株予約権の行使の場合及び「商法等の一部を改正する法律」（平成13年法律第128号）施

行前の商法第280条ノ19に定められた新株引受権の行使の場合を除く。以下、同じ。）、次の算式により１株

当たりの払込金額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げるものといたします。また、当社の

減資、合併、会社分割などの場合において、当社が適当と考える方法により、必要かつ合理的な範囲で１株当

たりの払込金額を調整することがあります。 

   ①株式の分割または併合を行う場合 

②時価を下回る価額による新株式の発行または自己株式の処分を行う場合 

 ３．平成16年３月27日開催の当社定時株主総会において、新株予約権者の様々な事情に対応するため、新株予約 

    権の行使期間を「自 平成18年６月１日 至 平成20年５月31日」に変更いたしました。 

  
中間会計期間末現在
（平成18年６月30日） 

提出日の前月末現在
（平成18年８月31日） 

新株予約権の数（個） 600 600 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同  左 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  60,000 60,000 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 730 730 

新株予約権の行使期間  （注）３ 
自   平成18年７月１日 

至   平成20年６月30日 
同  左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格      730 

資本組入額     365 
同  左 

新株予約権の行使の条件 （注）１ 同  左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するには

取締役会の承認を要する 
同  左 

代用払込みに関する事項 － － 

調整後１株当たり
払込金額 

＝ 
調整前１株当たり

払込金額 
× 

１ 

分割・併合の比率

調整後１株当たり

払込金額 
＝ 
調整前１株当たり

払込金額 
×
既発行株式数 ＋

新規発行（処分） 

株式数 × 

１株当たり 

払込金額 

１株当たりの時価 

既発行株式数 ＋ 新規発行（処分）株式数 



②平成16年３月27日定時株主総会決議 

（注）１．(１)新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」という。）が権利行使時においても、当社または当

社子会社、当社持分法適用関連会社の取締役、監査役または従業員としての地位を継続的に保有する限

り、またはその地位を喪失した日から２年間以内に限り、付与された権利の一部または全部を行使するこ

とができるものといたします。 

  (２)新株予約権の質入れその他の処分及び相続は認めないものといたします。 

(３)新株予約権に関するその他の細目については、平成16年３月27日開催の当社定時株主総会及び同総会以後

に開催される取締役会決議により決定し、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に

定めるところによるものといたします。 

２．新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合または時価を下回る価額による新株の発行もしくは自己株式の

処分を行う場合（新株予約権の行使の場合及び「商法等の一部を改正する法律」（平成13年法律第128号）施

行前の商法第280条ノ19に定められた新株引受権の行使の場合を除く。以下、同じ。）、次の算式により１株

当たりの払込金額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げるものといたします。また、当社の

減資、合併、会社分割などの場合において、当社が適当と考える方法により、必要かつ合理的な範囲で１株当

たりの払込金額を調整することがあります。 

①株式の分割または併合を行う場合 

②時価を下回る価額による新株式の発行または自己株式の処分を行う場合 

  
中間会計期間末現在
（平成18年６月30日） 

提出日の前月末現在
（平成18年８月31日） 

新株予約権の数（個）  1,100 1,100 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  110,000 110,000 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1,015 1,015 

新株予約権の行使期間  
自   平成18年６月１日 

至   平成20年５月31日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格     1,015 

資本組入額     508 
同左 

新株予約権の行使の条件 （注）１ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するには

取締役会の承認を要する 
同左 

代用払込みに関する事項 － － 

調整後１株当たり
払込金額 

＝ 
調整前１株当たり

払込金額 
× 

１ 

分割・併合の比率

調整後１株当たり

払込金額 
＝ 
調整前１株当たり

払込金額 
×
既発行株式数 ＋

新規発行（処分） 

株式数 × 

１株当たり 

払込金額 

１株当たりの時価 

既発行株式数 ＋ 新規発行（処分）株式数 



③平成17年３月26日定時株主総会決議 

（注）１．(１)新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」という。）が権利行使時においても、当社または当 

       社子会社、当社持分法適用関連会社の取締役、監査役または従業員としての地位を継続的に保有する限 

       り、またはその地位を喪失した日から２年間以内に限り、付与された権利の一部または全部を行使するこ 

       とができるものといたします。  

  (２)新株予約権の質入れその他の処分及び相続は認めないものといたします。  

   (３)新株予約権に関するその他の細目については、平成17年３月26日開催の当社定時株主総会及び同総会以後 

       に開催される取締役会決議により決定し、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に 

       定めるところによるものといたします。  

２．新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合または時価を下回る価額による新株の発行もしくは自己株式の 

    処分を行う場合（新株予約権の行使の場合及び「商法等の一部を改正する法律」（平成13年法律第128号） 施 

    行前の商法第280条ノ19に定められた新株引受権の行使の場合を除く。以下、同じ。）、次の算式により１ 

    株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げるものといたします。また、当社 

    の減資、合併、会社分割などの場合において、当社が適当と考える方法により、必要かつ合理的な範囲で１株 

    当たりの払込金額を調整することがあります。  

 ①株式の分割または併合を行う場合 

 ②時価を下回る価額による新株式の発行または自己株式の処分を行う場合 

  
中間会計期間末現在
（平成18年６月30日） 

提出日の前月末現在
（平成18年８月31日） 

新株予約権の数（個）  800 800 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 80,000 80,000 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 748 748 

新株予約権の行使期間 
自   平成19年６月１日 

至   平成21年５月31日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格      748 

資本組入額     374 
同左 

新株予約権の行使の条件 （注）１ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するには

取締役会の承認を要する 
同左 

代用払込みに関する事項 － － 

調整後１株当たり
払込金額 

＝ 
調整前１株当たり

払込金額 
× 

１ 

分割・併合の比率

調整後１株当たり

払込金額 
＝ 
調整前１株当たり

払込金額 
×
既発行株式数 ＋

新規発行（処分） 

株式数 × 

１株当たり 

払込金額 

１株当たりの時価 

既発行株式数 ＋ 新規発行（処分）株式数 



④平成18年３月25日定時株主総会決議   

（注）１．(１)新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」という。）が権利行使時においても、当社または当

社子会社、当社持分法適用関連会社の取締役、監査役または従業員としての地位を継続的に保有する限

り、またはその地位を喪失した日から３ヶ月以内に限り、付与された権利の一部または全部を行使するこ

とができるものといたします。 

(２)新株予約権の質入れその他の処分及び相続は認めないものといたします。 

(３)新株予約権に関するその他の細目については、平成18年３月25日開催の当社定時株主総会及び同総会以後

に開催される取締役会決議により決定し、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に

定めるところによるものといたします。 

２．新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合または時価を下回る価額による新株の発行もしくは自己株式の

処分を行う場合（新株予約権の行使の場合及び「商法等の一部を改正する法律」（平成13年法律第128号）施

行前の商法第280条ノ19に定められた新株引受権の行使の場合を除く。以下、同じ。）、次の算式により１株

当たりの払込金額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げるものといたします。また、当社の

減資、合併、会社分割などの場合において、当社が適当と考える方法により、必要かつ合理的な範囲で１株当

たりの払込金額を調整することがあります。 

①株式の分割または併合を行う場合 

②時価を下回る価額による新株式の発行または自己株式の処分を行う場合 

  
中間会計期間末現在
（平成18年６月30日） 

提出日の前月末現在
（平成18年８月31日） 

新株予約権の数（個）  2,772 2,772 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 277,200 277,200 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 752 752 

新株予約権の行使期間 
自   平成21年４月１日 

至   平成24年３月31日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格      752 

資本組入額     376 
同左 

新株予約権の行使の条件 （注）１ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するには

取締役会の承認を要する 
同左 

代用払込みに関する事項 － － 

調整後１株当たり
払込金額 

＝ 
調整前１株当たり

払込金額 
× 

１ 

分割・併合の比率

調整後１株当たり

払込金額 
＝ 
調整前１株当たり

払込金額 
×
既発行株式数 ＋

新規発行（処分） 

株式数 × 

１株当たり 

払込金額 

１株当たりの時価 

既発行株式数 ＋ 新規発行（処分）株式数 



(３)【発行済株式総数、資本金等の状況】 

(４)【大株主の状況】 

（注）１．上記日興シティ信託銀行株式会社の所有株式は、すべて信託業務に係る株式であります。 

２．上記の日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社の所有株式は、すべて信託業務に係る株式であります。 

３．メリルリンチ・インベストメント・マネージャーズLtdから、平成17年12月15日付で提出された大量保有報告

書により同日現在で1,165.0千株を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として中間連結会計期間

末時点における所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。 

なお、メリルリンチ・インベストメント・マネージャーズLtdの大量保有報告書の内容は以下のとおりであり

ます。   

 大量保有者               メリルリンチ・インベストメント・マネージャーズLtd 

  住所                  33キングウィリアムストリート ロンドン ＥＣ４Ｒ 

                      ９ＡＳ 英国 

 保有株券等の数                         株式 1,165,000株 

  株券等保有割合                         9.83％ 

年月日 
発行済株式数
増減数（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額
（千円） 

資本金残高
（千円） 

資本準備金 
増減額 
（千円） 

資本準備金
残高 
（千円） 

平成18年１月１日 

～ 

平成18年６月30日  

－ 11,849,899 － 1,339,634 － 1,678,512 

  平成18年６月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

高橋 忠仁 神奈川県横浜市青葉区 2,554 21.55 

バンクオブニューヨークヨーロ

ッパリミテッドルクセンブルグ

131800（常任代理人 株式会社

みずほコーポレート銀行兜町証

券決済業務室） 

６Ｄ ルート デ トレベス Ｌ-2633 セ

ニンジャーバーグ ルクセンブルグ ルクセ

ンブルグ大公国（東京都中央区日本橋兜町６

番７号） 

1,165 9.83 

デーヴブラウア 東京都世田谷区 775 6.54 

株式会社エンデバー 神奈川県横浜市青葉区大場町382-27 593 5.00 

日興シティ信託銀行株式会社 東京都品川区東品川２丁目３-14 300 2.53 

水野 恭子 神奈川県横浜市青葉区 264 2.23 

小川 慈恵 東京都世田谷区 264 2.23 

エイチエスビーシーファンドサ

ービシィズスパークスアセット

マネジメントコーポレイテッド

（常任代理人 香港上海銀行東

京支店） 

１ クイーンズ ロード セントラル 香港

（東京都中央区日本橋３丁目11-１） 
256 2.16 

日本トラスティ・サービス信託

銀行株式会社（信託口） 
東京都中央区晴海１丁目８-11 241 2.03 

高橋 恵子 神奈川県横浜市青葉区 222 1.88 

計 ―――――― 6,638 56.02 



 ４．三井住友アセットマネジメント株式会社から、平成18年１月12日付で提出された大量保有報告書により同現

在で577千株を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として当中間会計期間末時点における所有株

式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。 

なお、三井住友アセットマネジメント株式会社の大量保有報告書の内容は下記のとおりであります。 

大量保有者               三井住友アセットマネジメント株式会社  

住所                  東京都港区愛宕二丁目5番1号愛宕グリーンヒルズ 

                    MORIタワー28階  

 保有株券等の数                         株式  577,300株 

 株券等保有割合                         4.87％ 

(５)【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

（注）上記「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,100株（議決権の数11個）含まれ

ております。 

②【自己株式等】 

（注）株主名簿上は当社名義となっておりますが実質的には所有していない株式が2,000株（議決権の数20個）ありま

す。なお、当該株式は、上記①「発行済株式」の「完全議決権株式（その他）」の欄に含めております。 

  平成18年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 188,900 － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 11,636,600 116,366 － 

単元未満株式 普通株式 24,399 － － 

発行済株式総数 11,849,899 － － 

総株主の議決権 － 116,366 － 

  平成18年６月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所 
自己名義所有
株式数（株） 

他人名義所有株
式数（株） 

所有株式数の
合計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

株式会社パルテック 

神奈川県横浜市

港北区新横浜二

丁目３番地12 

188,900 － 188,900 1.59 

計 － 188,900 － 188,900 1.59 



２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

（注）最高・最低株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。 

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までの役員の異動はありません。 

月別 平成18年１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月

最高（円） 536 500 489 562 500 465 

最低（円） 457 382 410 471 420 405 



第５【経理の状況】 

１．中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(１)当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令第

24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

 前中間連結会計期間（自 平成17年１月１日 至 平成17年６月30日）は、改正前の中間連結財務諸表規則に基づ

き、当中間連結会計期間（自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日）は、改正後の中間連結財務諸表規則に基

づいて作成しております。 

 ただし、前中間連結会計期間（自 平成17年１月１日 至 平成17年６月30日）については、「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日内閣府令第５号）附則第３

項のただし書きにより、改正前の中間連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

(２)当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号。

以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 前中間会計期間（自 平成17年１月１日 至 平成17年６月30日）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づき、当

中間会計期間（自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成し

ております。 

 ただし、前中間会計期間（自 平成17年１月１日 至 平成17年６月30日）については、「財務諸表等の用語、様

式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日内閣府令第５号）附則第３項のた

だし書きにより、改正前の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間（自 平成17年１月１日 至 平成17年６

月30日）及び当中間連結会計期間（自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日）の中間連結財務諸表並びに前中

間会計期間（自 平成17年１月１日 至 平成17年６月30日）及び当中間会計期間（自 平成18年１月１日 至 平成

18年６月30日）の中間財務諸表について、監査法人トーマツにより中間監査を受けております。 



１【中間連結財務諸表等】 

(１)【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

    
前中間連結会計期間末 

（平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間末 

（平成18年６月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 

（平成17年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

1.現金及び預金   2,702,401   1,739,190   3,049,169  

2.受取手形及び売掛金   3,511,289   3,661,953   4,058,171  

3.たな卸資産   5,357,678   2,688,008   4,273,456  

4.未収入金   －   2,644,736   1,034,718  

5.その他   599,787   125,981   140,751  

6.貸倒引当金   △862   △325   △4,262  

流動資産合計   12,170,294 92.5  10,859,543 89.8  12,552,004 93.1 

Ⅱ 固定資産           

1.有形固定資産 ※1  152,765 1.2  123,022 1.0  134,390 1.0 

2.無形固定資産           

(1)連結調整勘定   －   75,450   －  

(2)その他   85,551   50,167   59,534  

無形固定資産合計   85,551 0.6  125,617 1.0  59,534 0.4 

3.投資その他の資産           

(1)投資有価証券   259,413   231,476   268,022  

(2)その他   490,165   754,439   473,903  

(3)貸倒引当金   －   △1,347   －  

投資その他の資産合
計   749,578 5.7  984,569 8.2  741,926 5.5 

固定資産合計   987,894 7.5  1,233,209 10.2  935,851 6.9 

資産合計   13,158,189 100.0  12,092,752 100.0  13,487,856 100.0 

           

 



    
前中間連結会計期間末 

（平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間末 

（平成18年６月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 

（平成17年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

1.支払手形及び買掛金   1,820,357   1,163,969   1,970,953  

2.短期借入金   1,683,152   508,664   1,738,350  

3.賞与引当金   60,520   47,821   42,156  

4.役員賞与引当金   －   3,500   －  

5.その他   469,968   596,522   458,612  

流動負債合計   4,033,999 30.6  2,320,476 19.2  4,210,073 31.2 

Ⅱ 固定負債           

1.長期借入金   40,664   115,000   5,820  

2.社債   －   600,000   －  

3.退職給付引当金   52,131   42,113   42,309  

4.役員退職慰労引当金   284,186   307,480   288,776  

5.連結調整勘定   2,552   －   1,914  

6.その他   94,262   38,176   102,306  

固定負債合計   473,796 3.6  1,102,771 9.1  441,126 3.3 

負債合計   4,507,795 34.2  3,423,247 28.3  4,651,199 34.5 

           

（少数株主持分）           

少数株主持分   63,052 0.5  － －  67,619 0.5 

           

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   1,339,634 10.2  － －  1,339,634 9.9 

Ⅱ 資本剰余金   2,698,526 20.5  － －  2,698,526 20.0 

Ⅲ 利益剰余金   4,668,194 35.5  － －  4,829,522 35.8 

Ⅳ その他有価証券評価
差額金   10,813 0.1  － －  31,515 0.2 

Ⅴ 自己株式    △129,827 △1.0  － －  △130,161 △0.9 

資本合計   8,587,341 65.3  － －  8,769,037 65.0 

負債、少数株主持分
及び資本合計   13,158,189 100.0  － －  13,487,856 100.0 

           

 



    
前中間連結会計期間末 

（平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間末 

（平成18年６月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 

（平成17年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本           

1.資本金   － －  1,339,634 11.1  － － 

2.資本剰余金   － －  2,698,526 22.3  － － 

3.利益剰余金   － －  4,671,633 38.6  － － 

4.自己株式   － －  △130,403 △1.1  － － 

株主資本合計   － －  8,579,390 70.9  － － 

Ⅱ 評価・換算差額等           

1.その他有価証券評価
差額金   － －  27,710 0.3  － － 

2.繰延ヘッジ損益   － －  1,365 0.0  － － 

評価・換算差額等合
計   － －  29,075 0.3  － － 

Ⅲ 少数株主持分    － －  61,039 0.5  － － 

純資産合計   － －  8,669,505 71.7  － － 

負債純資産合計   － －  12,092,752 100.0  － － 

           



②【中間連結損益計算書】 

    

前中間連結会計期間 

（自 平成17年１月１日 
  至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年１月１日 
  至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成17年１月１日 
  至 平成17年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   8,289,020 100.0  5,948,184 100.0  17,946,928 100.0 

Ⅱ 売上原価   6,629,507 80.0  4,869,207 81.9  14,585,245 81.3 

売上総利益   1,659,513 20.0  1,078,977 18.1  3,361,682 18.7 

Ⅲ 販売費及び一般管理
費           

1.貸倒引当金繰入額  －   －   327   

2.給料手当  464,284   424,654   915,424   

3.賞与引当金繰入額  59,608   47,043   41,185   

4.役員賞与引当金繰入
額  －   3,500   －   

5.役員退職慰労引当金
繰入額  9,021   4,484   14,183   

6.賃借料  202,291   143,988   356,776   

7.その他  684,837 1,420,043 17.1 606,276 1,229,947 20.6 1,492,234 2,820,132 15.7 

営業利益又は損失
（△）   239,470 2.9  △150,970 △2.5  541,549 3.0 

Ⅳ 営業外収益           

1.受取利息  627   948   765   

2.受取配当金  130   77   206   

3.為替差益  －   16,218   －   

4.投資有価証券売却益  2,136   81   2,136   

5.連結調整勘定償却額  638   638   1,276   

6.消費税等還付加算金  2,163   3,457   2,163   

7.受取手数料  －   112,896   －   

8.その他  1,654 7,350 0.1 3,449 137,768 2.3 2,847 9,396 0.1 

Ⅴ 営業外費用           

1.支払利息  8,529   7,467   17,312   

2.支払手数料  10,218   9,471   13,747   

3.為替差損  103,131   －   114,239   

4.手形債権譲渡損  －   3,456   5,786   

5.売掛債権譲渡損  8,745   8,175   16,440   

6.その他  11,115 141,740 1.7 1,452 30,023 0.5 10,056 177,584 1.0 

経常利益又は損失
（△）   105,080 1.3  △43,225 △0.7  373,361 2.1 

 



    

前中間連結会計期間 

（自 平成17年１月１日 
  至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年１月１日 
  至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成17年１月１日 
  至 平成17年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅵ 特別利益           

1.固定資産売却益 ※1 1,292   28   1,292   

2.貸倒引当金戻入益  3,072   2,589   －   

3.役員退職慰労引当金
戻入益  1,092   75   1,664   

4.投資有価証券売却益  29,558   18,000   41,558   

5.投資有価証券償還益  －   －   2,041   

6.その他  759 35,775 0.4 89 20,782 0.3 752 47,308 0.3 

Ⅶ 特別損失           

1.固定資産売却損 ※2 1,295   －   1,295   

2.固定資産除却損 ※3 508   3,900   1,201   

3.固定資産評価損 ※4 －   －   2,972   

4.減損損失 ※5 －   17,111   －   

5.投資有価証券評価損  5,302 7,105 0.1 － 21,012 0.3 5,302 10,771 0.1 

税金等調整前中間
（当期）純利益又は
損失（△） 

  133,749 1.6  △43,455 △0.7  409,899 2.3 

法人税、住民税及び
事業税  28,427   48,649   163,951   

法人税等調整額  21,518 49,945 0.6 △61,794 △13,144 △0.2 △3,504 160,446 0.9 

少数株主利益   1,636 0.0  6,788 0.1  5,957 0.0 

中間（当期）純利益
又は損失（△）   82,167 1.0  △37,099 △0.6  243,494 1.4 

           



③【中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書】 

中間連結剰余金計算書 

    

前中間連結会計期間 

(自 平成17年１月１日 
 至 平成17年６月30日) 

前連結会計年度の 
連結剰余金計算書 

(自 平成17年１月１日 
 至 平成17年12月31日) 

区分 
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 

（資本剰余金の部）      

Ⅰ 資本剰余金期首残高   2,698,526  2,698,526 

Ⅱ 資本剰余金中間期末
（期末）残高 

  2,698,526  2,698,526 

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ 利益剰余金期首残高   4,723,951  4,723,951 

Ⅱ 利益剰余金増加高      

1.中間（当期）純利益  82,167 82,167 243,494 243,494 

Ⅲ 利益剰余金減少高      

1.配当金  117,423  117,423  

2.役員賞与  20,500 137,923 20,500 137,923 

Ⅳ 利益剰余金中間期末
（期末）残高 

  4,668,194  4,829,522 

      



中間連結株主資本等変動計算書 

当中間連結会計期間（自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日） 

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成17年12月31日残高（千円） 1,339,634 2,698,526 4,829,522 △130,161 8,737,521 

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当     △116,614   △116,614 

利益処分による役員賞与     △4,174   △4,174 

中間純損失     △37,099   △37,099 

自己株式の取得       △242 △242 

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額） 
          

中間連結会計期間中の変動額合計 

（千円） 
    △157,888 △242 △158,131 

平成18年６月30日残高（千円） 1,339,634 2,698,526 4,671,633 △130,403 8,579,390 

 

評価・換算差額等 

少数株主持分 純資産合計 
その他有価証券評
価差額金 

繰延ヘッジ損益 
評価・換算差額等
合計 

平成17年12月31日残高（千円） 31,515   31,515 67,619 8,836,656 

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当         △116,614 

利益処分による役員賞与         △4,174 

中間純損失         △37,099 

自己株式の取得         △242 

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額） 
△3,805 1,365 △2,440 △6,580 △9,020 

中間連結会計期間中の変動額合計 

（千円） 
△3,805 1,365 △2,440 △6,580 △167,151 

平成18年６月30日残高（千円） 27,710 1,365 29,075 61,039 8,669,505 



④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

    

前中間連結会計期間 

（自 平成17年１月１日 
  至 平成17年６月30日)

当中間連結会計期間 

（自 平成18年１月１日 
  至 平成18年６月30日)

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 

(自 平成17年１月１日 
 至 平成17年12月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

    

税金等調整前中間(当期)
純利益又は損失(△) 

 133,749 △43,455 409,899 

減価償却費  54,168 34,592 103,631 

連結調整勘定償却額  △638 △638 △1,276 

投資有価証券評価損  5,302 － 5,302 

貸倒引当金の減少額  △5,844 △2,589 △2,444 

賞与引当金の増・減(△)
額 

 9,176 5,664 △9,187 

役員賞与引当金の増加額  － 3,500 － 

退職給付引当金の増・減
(△)額 

 5,539 △1,590 △4,282 

役員退職慰労引当金の
増・減(△)額 

 7,535 △32,319 12,125 

受取利息及び受取配当金  △757 △1,026 △972 

支払利息  8,529 7,467 17,312 

投資有価証券売却益  △31,694 △18,081 △43,694 

投資有価証券償還益  － － △2,041 

有形固定資産売却益  △1,292 △28 △1,292 

有形固定資産評価損  － － 2,694 

減損損失  － 17,111 － 

有形固定資産売却損  1,295 － 1,295 

有形固定資産除却損  508 3,251 1,201 

無形固定資産評価損  － － 278 

無形固定資産除却損  － 649 － 

受取手数料  － △112,896 － 

売上債権の増(△)・減額  472,013 2,456,810 △79,999 

たな卸資産の増(△)・減
額 

 △1,249,157 3,203,547 △162,687 

仕入債務の増・減(△)額  748,562 △1,424,441 899,158 

前渡金の増(△)・減額  25,369 △4,571 21,872 

未収入金の増(△)・減額  － △2,450,250 1,282 

未払金の増・減(△)額  61,311 62,347 △22,416 

前受金の増加額  18,788 1,555 2,911 

未収消費税等の増(△)・
減額 

 437,976 742,207 △108,088 

 



    

前中間連結会計期間 

（自 平成17年１月１日 
  至 平成17年６月30日)

当中間連結会計期間 

（自 平成18年１月１日 
  至 平成18年６月30日)

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 

(自 平成17年１月１日 
 至 平成17年12月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

役員賞与の支払額  △21,730 △4,700 △21,730 

その他  40,689 △114,928 109,056 

小計  719,399 2,327,187 1,127,907 

利息及び配当金の受取額  158 370 293 

利息の支払額  △8,415 △8,355 △17,000 

手数料の受取額  － 112,896 － 

法人税等の支払額  △213,570 △37,388 △338,288 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 497,572 2,394,709 772,912 

Ⅱ 投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

    

定期預金の預入による支
出 

 △32,000 △32,000 △44,001 

定期預金の払戻による収
入 

 20,000 20,000 40,000 

投資有価証券の取得によ
る支出 

 △3,927 △2,272 △5,954 

投資有価証券の売却によ
る収入 

 134,250 49,641 195,605 

関係会社株式取得による
支出 

 － △11,220 － 

エヌエス・マイクロエレ
クトロニクス株式会社の
子会社化に伴う収入 

 － 106,041 － 

有形固定資産の取得によ
る支出 

 △22,261 △13,179 △29,482 

有形固定資産の売却によ
る収入 

 2,600 304 2,600 

無形固定資産の取得によ
る支出 

 △2,126 △6,451 △8,645 

貸付けによる支出  △315 △500 △315 

貸付金の回収による収入  － 58 － 

その他の投資等の増加額  △18,947 △19,260 △21,052 

その他の投資等の減少額  150 175 9,515 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 77,423 91,336 138,272 

 



    

前中間連結会計期間 

（自 平成17年１月１日 
  至 平成17年６月30日)

当中間連結会計期間 

（自 平成18年１月１日 
  至 平成18年６月30日)

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 

(自 平成17年１月１日 
 至 平成17年12月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

    

短期借入金の純減額  △80,000 △2,814,000 － 

長期借入金の返済による
支出 

 △73,506 △827,886 △133,152 

社債の償還による支出  － △50,000 － 

自己株式の取得による支
出 

 △56,949 △242 △57,283 

少数株主への配当金の支
払額 

 △1,995 △665 △1,995 

配当金の支払額  △117,122 △116,202 △117,877 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △329,573 △3,808,995 △310,307 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係
る換算差額 

 735 969 48 

Ⅴ 現金及び現金同等物の
増・減(△)額 

 246,158 △1,321,978 600,925 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期
首残高 

 2,412,243 3,013,168 2,412,243 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中
間期末(期末)残高 

  2,658,401 1,691,189 3,013,168 

     



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成17年１月１日 
 至 平成17年６月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日 
 至 平成18年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年１月１日 
 至 平成17年12月31日) 

１.連結の範囲に関する事項 (１)連結子会社の数  ２社 (１)連結子会社の数  ３社 (１)連結子会社の数  ２社 

連結子会社の名称 連結子会社の名称 連結子会社の名称 

  アルファ電子株式会社、株

式会社スピナカー・システム

ズ 

 アルファ電子株式会社、株

式会社スピナカー・システム

ズ、エヌエス・マイクロエレ

クトロニクス株式会社 

 エヌエス・マイクロエレク

トロニクス株式会社は、新規

取得により、当中間連結会計

期間末より連結対象となりま

した。 

 アルファ電子株式会社、株

式会社スピナカー・システム

ズ 

 (２)主要な非連結子会社の名称 (２)主要な非連結子会社の名称 (２)主要な非連結子会社の名称 

 アルファエレクトロンHK社  アルファエレクトロンHK社  アルファエレクトロンHK社 

 （連結の範囲から除いた理

由） 

（連結の範囲から除いた理

由） 

（連結の範囲から除いた理

由） 

  非連結子会社は、いずれも

小規模であり、合計の総資

産、売上高、中間純損益（持

分に見合う額）及び利益剰余

金（持分に見合う額）等は、

いずれも中間連結財務諸表に

重要な影響を及ぼしていない

ため連結の範囲から除外して

おります。 

同   左  非連結子会社は、小規模で

あり、合計の総資産、売上

高、純損益（持分に見合う

額）及び利益剰余金（持分に

見合う額）等は、いずれも連

結財務諸表に重要な影響を及

ぼしていないため連結の範囲

から除外しております。 

２.持分法の適用に関する事

項 

(１)持分法適用の関連会社数 (１)持分法適用の関連会社数 (１)持分法適用の関連会社数 

－ 社 － 社 － 社 

       

 (２)主要な持分法非適用の非連結

子会社の名称 

(２)主要な持分法非適用の非連結

子会社の名称 

(２)主要な持分法非適用の非連結

子会社の名称 

 アルファエレクトロンHK社 同   左 同   左 

 （持分法の適用から除いた理

由） 

（持分法の適用から除いた理

由） 

（持分法の適用から除いた理

由） 

 持分法非適用の非連結子会

社は、それぞれ中間純損益及

び利益剰余金等に及ぼす影響

が軽微であり、かつ、全体と

しても重要性がないため持分

法の適用範囲から除外してお

ります。 

同   左  持分法非適用の非連結子会

社は、それぞれ純損益及び利

益剰余金等に及ぼす影響が軽

微であり、かつ、全体として

も重要性がないため持分法の

適用範囲から除外しておりま

す。 

３.連結子会社の（中間）決

算日等に関する事項 

 すべての連結子会社の中間期の

末日は、中間連結決算日と一致し

ております。 

 連結子会社のうち、エヌエス・

マイクロエレクトロニクス株式会

社の中間決算日は、11月30日であ

ります。 

 中間連結財務諸表の作成に当た

っては、５月31日現在で実施した

仮決算に基づく中間財務諸表を使

用しております。ただし、中間連

結決算日までの期間に発生した重

要な取引については、連結上必要

な調整を行っております。 

 すべての連結子会社の事業年度

の末日は、連結決算日と一致して

おります。 

 



項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成17年１月１日 
 至 平成17年６月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日 
 至 平成18年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年１月１日 
 至 平成17年12月31日) 

４.会計処理基準に関する事

項 

(イ)重要な資産の評価基準及び評

価方法 

(イ)重要な資産の評価基準及び評

価方法 

(イ)重要な資産の評価基準及び評

価方法 

 (１)有価証券 (１)有価証券 (１)有価証券 

 その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

 時価のあるもの 時価のあるもの 時価のあるもの 

 中間決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差

額は全部資本直入法によ

り処理し、売却原価は主

として移動平均法により

算定） 

中間決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差

額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は

主として移動平均法によ

り算定） 

決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は

全部資本直入法により処

理し、売却原価は主とし

て移動平均法により算

定） 

 時価のないもの 時価のないもの 時価のないもの 

 移動平均法による原価法 同   左 同   左 

 (２)デリバティブ (２)デリバティブ (２)デリバティブ 

 時価法 同   左 同   左 

 (３)たな卸資産 (３)たな卸資産 (３)たな卸資産 

 ① 商品 ① 商品 ① 商品 

 移動平均法による原価法 移動平均法による原価法 

（一部の連結子会社は、

最終仕入原価法） 

移動平均法による原価法 

 ② 貯蔵品 ② 貯蔵品 ② 貯蔵品 

 最終仕入原価法 同   左 同   左 

 (ロ)重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

(ロ)重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

(ロ)重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

 (１)有形固定資産 (１)有形固定資産 (１)有形固定資産 

  定率法（ただし、平成 

10年４月１日以降に取得

した建物（附属設備を除

く）は定額法）を採用し

ております。 

 主な耐用年数は、建物 

10年～45年、車両運搬具

６年、工具器具備品５年

～15年であります。 

同   左 同   左 

 (２)無形固定資産 (２)無形固定資産 (２)無形固定資産 

  定額法を採用しており

ます。 

 主な耐用年数は自社利

用ソフトウエア５年であ

ります。 

同   左 同   左 

 



項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成17年１月１日 
 至 平成17年６月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日 
 至 平成18年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年１月１日 
 至 平成17年12月31日) 

 (ハ)重要な引当金の計上基準 (ハ)重要な引当金の計上基準 (ハ)重要な引当金の計上基準 

 (１)貸倒引当金 (１)貸倒引当金 (１)貸倒引当金 

  債権の貸倒れによる損

失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個

別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計

上しております。 

同   左 同   左 

 (２)賞与引当金 (２)賞与引当金 (２)賞与引当金 

  従業員の賞与の支給に

備えるため、支給見込額

に基づき計上しておりま

す。 

同   左 同   左 

 (３)  ────── (３)役員賞与引当金 (３)  ────── 

    役員に対して支給する

賞与の支出に充てるた

め、支給見込額の当中間

連結会計期間負担額を計

上しております。 

（会計方針の変更） 

 当中間連結会計期間よ

り、「役員賞与に関する

会計基準」（企業会計基

準第４号 平成17年11月2

9日）を適用しておりま

す。これにより、営業損

失、経常損失、及び税金

等調整前中間純損失は、

3,500千円増加しておりま

す。 

  

 (４)退職給付引当金 (４)退職給付引当金 (４)退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備

えるため、当中間連結会

計期間末における退職給

付債務の見込額及び年金

資産残高に基づき計上し

ております。 

同   左  従業員の退職給付に備

えるため、当連結会計年

度末における退職給付債

務の見込額及び年金資産

残高に基づき計上してお

ります。 

 (５)役員退職慰労引当金 (５)役員退職慰労引当金 (５)役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金の支

給に備えるため、内規に

基づく中間連結会計期間

末要支給額を計上してお

ります。 

 なお、当社は平成17年

２月14日開催の取締役会

において、平成17年３月2

6日開催の第23期定時株主

総会終結の時をもって、

役員退職慰労金制度を凍

結することを決議したこ

とにより、同日以降の新

たな繰り入れは行ってお

りません。 

 役員の退職慰労金の支

給に備えるため、内規に

基づく中間連結会計期間

末要支給額を計上してお

ります。 

 なお、当社は、平成17

年３月26日をもって、役

員退職慰労金制度を凍結

したため、同日以降の新

たな繰り入れは行ってお

りません。 

 役員の退職慰労金の支

給に備えるため、内規に

基づく期末要支給額を計

上しております。 

 なお、当社は、平成17

年３月26日をもって、役

員退職慰労金制度を凍結

したため、同日以降の新

たな繰り入れは行ってお

りません。 

 



項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成17年１月１日 
 至 平成17年６月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日 
 至 平成18年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年１月１日 
 至 平成17年12月31日) 

 (ニ)重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準 

(ニ)重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準 

(ニ)重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準 

  外貨建金銭債権債務は、中

間決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算差額は

損益として処理しておりま

す。なお、為替予約の振当処

理の対象となっている外貨建

金銭債務は、当該為替予約の

円貨額に換算しております。 

同   左  外貨建金銭債権債務は、連

結決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算差額は

損益として処理しておりま

す。なお、為替予約の振当処

理の対象となっている外貨建

金銭債務は、当該為替予約の

円貨額に換算しております。 

 (ホ)重要なリース取引の処理方法 (ホ)重要なリース取引の処理方法 (ホ)重要なリース取引の処理方法 

  リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース

取引については、通常の賃貸

借取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。 

同   左 同   左 

 (ヘ)重要なヘッジ会計の方法 (ヘ)重要なヘッジ会計の方法 (ヘ)重要なヘッジ会計の方法 

 (１)ヘッジ会計の方法 (１)ヘッジ会計の方法 (１)ヘッジ会計の方法 

  繰延ヘッジ処理によっ

ております。 

 但し、外貨建金銭債務

をヘッジ対象とする為替

予約については振当処理

によっております。 

同   左 同   左 

 (２)ヘッジ手段とヘッジ対象 (２)ヘッジ手段とヘッジ対象 (２)ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段 ヘッジ手段 ヘッジ手段 

 為替予約取引 同   左 同   左 

 ヘッジ対象 ヘッジ対象 ヘッジ対象 

 外貨建金銭債務及び外

貨建予定取引 

同   左 同   左 

 (３)ヘッジ方針 (３)ヘッジ方針 (３)ヘッジ方針 

  デリバティブ取引は、

当社のみが実施しており

ます。 

 当社は、輸入計画策定

時に取締役会においてヘ

ッジ手段を決議しており

ます。 

同   左 同   左 

 (４)ヘッジ有効性評価の方法 (４)ヘッジ有効性評価の方法 (４)ヘッジ有効性評価の方法 

  ヘッジ対象のキャッシ

ュ・フローの変動の累計

とヘッジ手段のキャッシ

ュ・フローの変動の累計

を半期毎に比較し、両者

の変動額等を基礎にし

て、ヘッジ有効性を判断

しております。 

同   左 同   左 

 



項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成17年１月１日 
 至 平成17年６月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日 
 至 平成18年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年１月１日 
 至 平成17年12月31日) 

 (ト)その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる事項 

(ト)その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる事項 

(ト)その他連結財務諸表作成のた

めの重要な事項 

 消費税等の会計処理の方法 消費税等の会計処理の方法 消費税等の会計処理の方法 

  税抜方式によっており

ます。 

同   左 同   左 

５.中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲 

 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金（現金及び現金

同等物）は、手許現金、随時引き

出し可能な預金及び容易に換金可

能であり、かつ、価値の変動につ

いて僅少なリスクしか負わない取

得日から３ヶ月以内に償還期限の

到来する短期投資からなっており

ます。 

同   左  連結キャッシュ・フロー計算書

における資金（現金及び現金同等

物）は、手許現金、随時引き出し

可能な預金及び容易に換金可能で

あり、かつ、価値の変動について

僅少なリスクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっておりま

す。 



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

────── （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間連結会計期間より、固定資産

の減損に係る会計基準（「固定資産の

減損に係る会計基準の設定に関する意

見書」（企業会計審議会 平成14年８

月９日））及び「固定資産の減損に係

る会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第６号 平成15年10月31

日）を適用しております。これにより

税金等調整前中間純損失は、17,111千

円増加しております。 

 なお、減損損失累計額については、

改正後の中間連結財務諸表規則に基づ

き各資産の金額から直接控除しており

ます。 

────── 

────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準） 

 当中間連結会計期間より、「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準第５号 平成17

年12月９日）及び「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準等の適

用指針」（企業会計基準適用指針第８

号 平成17年12月９日）を適用してお

ります。 

 従来の資本の部の合計に相当する金

額は8,607,100千円であります。 

 なお、中間連結財務諸表規則の改正

により、当中間連結会計期間における

中間連結貸借対照表の純資産の部につ

いては、改正後の中間連結財務諸表規

則により作成しております。  

────── 



表示方法の変更 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年１月１日 
 至 平成17年６月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年１月１日 
 至 平成18年６月30日) 

（中間連結貸借対照表） （中間連結貸借対照表） 

 「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成16

年法律第97号）により、証券取引法第２条第２項に

おいて、投資事業有限責任組合及びこれに類する組

合への出資を有価証券とみなすこととされました。 

 これに伴い、前中間連結会計期間において投資そ

の他の資産の「その他」に含めて表示していた当該

出資の額（前中間連結会計期間末63,540千円）を当

中間連結会計期間より「投資有価証券」として表示

しております。 

 なお、当中間連結会計期間末の「投資有価証券」

に含まれる当該出資の額は67,857千円であります。 

 「未収入金」は、前中間連結会計期間まで、流動

資産の「その他」に含めて表示しておりましたが、

当中間連結会計期間末において資産の総額の５／100

を超えたため区分掲記しました。 

 なお、前中間連結会計期間末の「未収入金」の金

額は490,161千円であります。 

（中間連結損益計算書） （中間連結損益計算書） 

 前中間連結会計期間まで営業外収益の「その他」

に含めて表示していた「消費税等還付加算金」は、

営業外収益の合計の10／100を超えることとなったた

め区分掲記することにしました。 

 なお、前中間連結会計期間の「消費税等還付加算

金」は3,705千円であります。 

 前中間連結会計期間まで営業外費用の「その他」

に含めて表示していた「手形債権譲渡損」は、営業

外費用の合計の10／100を超えることとなったため区

分掲記しました。 

 なお、前中間連結会計期間の「手形債権譲渡損」

は2,846千円であります。 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書） （中間連結キャッシュ・フロー計算書） 

 「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成16

年法律第97号）により、証券取引法第２条第２項に

おいて、投資事業有限責任組合及びこれに類する組

合への出資を有価証券とみなすこととされました。 

 これに伴い、前中間連結会計期間において投資活

動によるキャッシュ・フローの「出資金の取得によ

る支出」として表示していた当該出資に関する支出

（前中間連結会計期間△4,385千円）を当中間連結会

計期間より「投資有価証券の取得による支出」に含

めて表示しております。 

 なお、当中間連結会計期間の「投資有価証券の取

得による支出」に含まれる当該出資に関する支出は

△3,927千円であります。 

 「未収入金の増(△)・減額」は、前中間連結会計期

間まで営業活動によるキャッシュ・フローの「その

他」に表示しておりましたが、重要性が増したため

区分掲記しました。 

 なお、前中間連結会計期間の「未収入金の増

(△)・減額」は、216千円であります。 



追加情報 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年１月１日 
 至 平成17年６月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日 
 至 平成18年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年１月１日 
 至 平成17年12月31日) 

（法人事業税の外形標準課税制度の

導入） 

 「地方税法等の一部を改正する法

律」（平成15年法律第９号）が平成1

5年３月31日に公布され、平成16年４

月１日以降に開始する事業年度より

外形標準課税制度が導入されたこと

に伴い、当中間連結会計期間から

「法人事業税における外形標準課税

部分の損益計算書上の表示について

の実務上の取扱い」（平成16年２月1

3日 企業会計基準委員会 実務対応

報告第12号）により法人事業税の付

加価値割及び資本割については、販

売費及び一般管理費の「その他」に

計上しております。 

 この結果、販売費及び一般管理費

が6,959千円増加し、営業利益、経常

利益及び税金等調整前中間純利益

が、それぞれ同額減少しておりま

す。 

────── （法人事業税の外形標準課税制度の

導入） 

 「地方税法等の一部を改正する法

律」（平成15年法律第９号）が平成1

5年３月31日に公布され、平成16年４

月１日以降に開始する事業年度より

外形標準課税制度が導入されたこと

に伴い、当連結会計年度から「法人

事業税における外形標準課税部分の

損益計算書上の表示についての実務

上の取扱い」（平成16年２月13日 

企業会計基準委員会 実務対応報告

第12号）により法人事業税の付加価

値割及び資本割については、販売費

及び一般管理費の「その他」に計上

しております。 

 この結果、販売費及び一般管理費

が15,276千円増加し、営業利益、経

常利益及び税金等調整前当期純利益

が、それぞれ同額減少しておりま

す。 



注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間末 
（平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間末
（平成18年６月30日） 

前連結会計年度末 
（平成17年12月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 

396,158千円 439,548千円 405,805千円

 ２．債権流動化による遡及義務  ２．債権流動化による遡及義務  ２．債権流動化による遡及義務 

311,813千円 277,307千円 303,713千円

 ３．売掛債権譲渡担保高  ３．売掛債権譲渡担保高  ３．売掛債権譲渡担保高 

4,019千円 66,956千円 8,617千円

 ４．    ――――――  ４．偶発債務  ４．    ―――――― 

   連結子会社のエヌエス・マイクロエ

レクトロニクス株式会社は、同社が販

売した半導体製品に関し、債務不履行

及び瑕疵担保責任があるとして株式会

社東芝から平成18年５月25日付けで

252,274千円の損害賠償請求訴訟を提

起されております。 

 同社は、審理の過程で損害賠償義務

がないことを主張し、全面的に争う方

針であります。 

  

 ５．当社及び一部の連結子会社において

は、運転資金の効率的な調達を行うた

め取引銀行４行と当座貸越契約及び貸

出コミットメント契約を締結しており

ます。これら契約に基づく当中間連結

会計期間末の借入未実行残高は次のと

おりであります。 

  千円 

当座貸越契約及び貸出 

コミットメントの総額 

8,150,000 

借入実行残高 1,350,000 

差引額 6,800,000 

 ５．当社及び一部の連結子会社において

は、運転資金の効率的な調達を行うた

め取引銀行５行と当座貸越契約及び貸

出コミットメント契約を締結しており

ます。これら契約に基づく当中間連結

会計期間末の借入未実行残高は次のと

おりであります。 

  千円 

当座貸越契約及び貸出 

コミットメントの総額 

10,200,000 

借入実行残高 400,000 

差引額 9,800,000 

 ５．当社及び一部の連結子会社において

は、運転資金の効率的な調達を行うた

め取引銀行４行と当座貸越契約及び貸

出コミットメント契約を締結しており

ます。これら契約に基づく当連結会計

年度末の借入未実行残高は次のとおり

であります。 

  千円 

当座貸越契約及び貸出 

コミットメントの総額 

8,050,000 

借入実行残高 1,400,000 

差引額 6,650,000 

   



（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年１月１日 
 至 平成17年６月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日 
 至 平成18年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年１月１日 
 至 平成17年12月31日) 

※１．固定資産売却益の内訳 ※１．固定資産売却益の内訳 ※１．固定資産売却益の内訳 

工具器具備品 1,292千円 工具器具備品 28千円 工具器具備品 1,292千円 

※２．固定資産売却損の内訳 ※２．    ―――――― ※２．固定資産売却損の内訳 

工具器具備品 1,295千円  工具器具備品 1,295千円 

※３．固定資産除却損の内訳 ※３．固定資産除却損の内訳 ※３．固定資産除却損の内訳 

工具器具備品 508千円 工具器具備品 3,251千円 

ソフトウエア 649千円 

工具器具備品 1,201千円 

※４．    ―――――― ※４．    ―――――― ※４．固定資産評価損の内訳 

  工具器具備品 2,694千円 

ソフトウエア 278千円 

※５．    ―――――― ※５．減損損失 ※５．    ―――――― 

  当社グループは、以下の資産グ

ループについて減損損失を計上し

ました。 

 当社グループは、事業会社毎及

び遊休資産を減損損失を把握する

グルーピングの単位としておりま

す。 

 市場価格の著しい下落により、

遊休資産に区分されている上記の

帳簿価額を回収可能価額まで減額

し、当該減少額を減損損失として

特別損失に計上しております。 

 なお、当資産グループの回収可

能価額は、譲渡見込価額を基礎と

して評価しております。 

場所 用途 種類 減損損失 

神奈川

県大和

市 

遊休
土地

建物

11,194

5,917

千円

千円

 



（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

当中間連結会計期間（自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の増加数492株は、単元未満株式の買取りによるものであります。 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

（注）１．平成13年新株予約権の当連結会計期間減少は、新株予約権の失効によるものであります。 

２．平成14年新株予約権の当連結会計期間減少は、新株予約権の失効によるものであります。 

３．平成15年新株予約権の当連結会計期間減少は、新株予約権の失効によるものであります。 

４．平成18年新株予約権の当連結会計期間増加は、新株予約権の発行によるものであります。 

５．平成15年新株予約権、平成17年新株予約権及び平成18年新株予約権は、権利行使期間が未到来であります。 

３．配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

 
前連結会計年度末株

式数（株） 

当連結中間会計期間

増加株式数（株） 

当連結中間会計期間

減少株式数（株） 

当連結中間会計期間

末株式数（株） 

発行済株式      

普通株式 11,849,899 － － 11,849,899 

合計 11,849,899 － － 11,849,899 

自己株式     

普通株式（注） 188,415 492 － 188,907 

合計 188,415 492 － 188,907 

区分 新株予約権の内訳 
新株予約権の
目的となる 
株式の種類 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当連結中間会
計期間末残高
（千円） 

前連結会計年
度末 

当連結中間会
計期間増加 

当連結中間会
計期間減少 

当連結中間会
計期間末 

提出会社 

（親会社） 
平成13年新株予約権 （注）１ 普通株式 143,300 － 16,700 126,600 － 

平成14年新株予約権 （注）２ 普通株式 172,000 － 17,000 155,000 － 

平成15年新株予約権 （注）３ 普通株式 70,000 － 10,000 60,000 － 

平成16年新株予約権 普通株式 110,000 － － 110,000 － 

平成17年新株予約権 普通株式 80,000 － － 80,000 － 

平成18年新株予約権 （注）４ 普通株式   277,200 － 277,200 － 

連結子会社 － － － － － － － 

 合計 － 575,300 277,200 43,700 808,800 － 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

（千円） 

１株当たり配当額

（円） 
基準日 効力発生日 

平成18年３月25日 

 定時株主総会 
普通株式 116,614 10 平成17年12月31日 平成18年３月25日



（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年１月１日 
 至 平成17年６月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日 
 至 平成18年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年１月１日 
 至 平成17年12月31日) 

 １．現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との

関係 

 １．現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との

関係 

 １．現金及び現金同等物の期末残高

と連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係 

（平成17年６月30日現在） （平成18年６月30日現在） （平成17年12月31日現在） 

 （千円)

現金及び預金勘定 2,702,401

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金 
△44,000

現金及び現金同等物 2,658,401

 （千円)

現金及び預金勘定 1,739,190

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金 
△48,001

現金及び現金同等物 1,691,189

 （千円)

現金及び預金勘定 3,049,169

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金 
△36,001

現金及び現金同等物 3,013,168

      



（リース取引関係） 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年１月１日 
 至 平成17年６月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日 
 至 平成18年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年１月１日 
 至 平成17年12月31日) 

１．リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引 

１．リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引 

１．リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引 

(１)リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び中間期末残高相当額 

(１)リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び中間期末残高相当額 

(１)リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び期末残高相当額 

  

取得価
額相当
額 
(千円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(千円) 

中間期
末残高
相当額 
(千円) 

工具器具備
品 

38,834 28,174 10,660 

車両運搬具 29,880 3,937 25,943 

ソフトウエ
ア 

206,723 192,670 14,052 

合計 275,438 224,782 50,656 

  

取得価
額相当
額 
(千円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(千円) 

中間期
末残高
相当額 
(千円) 

工具器具備
品 

10,834 7,030 3,803

車両運搬具 33,020 9,492 23,527

ソフトウエ
ア 

79,478 69,415 10,062

合計 123,333 85,939 37,394

取得価
額相当
額 
(千円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(千円) 

期末残
高相当
額 
(千円) 

工具器具備
品 

38,834 32,069 6,765

車両運搬具 33,020 6,688 26,331

ソフトウエ
ア 

35,850 30,692 5,157

合計 107,705 69,450 38,254

(２)未経過リース料中間期末残高

相当額 

(２)未経過リース料中間期末残高

相当額 

(２)未経過リース料期末残高相当

額 

１年内 24,454千円 

１年超 27,427千円 

合計 51,882千円 

１年内 14,344千円

１年超 24,132千円

合計 38,476千円

１年内 14,960千円

１年超 24,239千円

合計 39,200千円

(３)支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額 

(３)支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額 

(３)支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額 

支払リース料 65,490千円 

減価償却費相当額 62,424千円 

支払利息相当額 1,012千円 

支払リース料 9,665千円

減価償却費相当額 9,063千円

支払利息相当額 499千円

支払リース料 81,938千円

減価償却費相当額 77,966千円

支払利息相当額 1,637千円

(４)減価償却費相当額の算定方法 (４)減価償却費相当額の算定方法 (４)減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数と

し、残存価額を零とする定額

法によっております。 

同   左 同   左 

(５)利息相当額の算定方法 (５)利息相当額の算定方法 (５)利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件

の取得価額相当額との差額を

利息相当額とし、各期への配

分方法については、利息法に

よっております。 

同   左 同   左 

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 

 未経過リース料  未経過リース料  未経過リース料 

１年内 1,074千円 

１年超 2,767千円 

合計 3,842千円 

１年内 1,115千円

１年超 1,652千円

合計 2,767千円

１年内 1,094千円

１年超 2,214千円

合計 3,309千円



（有価証券関係） 

（前中間連結会計期間末）（平成17年６月30日現在） 

有価証券 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

（注） 当中間連結会計期間において、その他有価証券で時価のある株式について、302千円減損処理を行っておりま

す。 

 なお、株式の減損にあたっては、回復可能性があると認められる場合を除き、当中間連結会計期間末における時

価が取得原価に比べて50％以上下落した銘柄のほか、当中間連結会計期間末における時価が取得原価に比べて30％

以上50％未満下落しており、かつ、当該状況が過去２年間継続している銘柄については、回復可能性はないと判断

し、減損処理を行っております。 

２.時価評価されていない主な有価証券の内容 

  取得価額（千円）
中間連結貸借対照表計上
額（千円） 

差額（千円）

(１)株式 11,890 16,897 5,006 

(２)債券    

国債・地方債 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

(３)その他 81,725 98,073 16,348 

合計 93,616 114,971 21,354 

  中間連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式（店頭売買株式を除く） 74,788 

投資事業組合等への出資金 67,857 



（当中間連結会計期間末）（平成18年６月30日現在） 

有価証券 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

（注） 当中間連結会計期間において、その他有価証券で時価のあるもののうち、減損すべきものはありません。 

 なお、株式の減損にあたっては、回復可能性があると認められる場合を除き、当中間連結会計期間末における時

価が取得原価に比べて50％以上下落した銘柄のほか、当中間連結会計期間末における時価が取得原価に比べて30％

以上50％未満下落しており、かつ、当該状況が過去２年間継続している銘柄については、回復可能性はないと判断

し、減損処理を行っております。 

２.時価評価されていない主な有価証券の内容 

  取得価額（千円）
中間連結貸借対照表計上
額（千円） 

差額（千円）

(１)株式 11,588 19,776 8,188 

(２)債券    

国債・地方債 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

(３)その他 74,691 114,050 39,358 

合計 86,280 133,826 47,546 

  中間連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式 24,788 

投資事業組合等への出資金 71,065 



（前連結会計年度末）（平成17年12月31日現在） 

有価証券 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

（注） 当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について、302千円減損処理を行っております。 

 株式の減損にあたっては、回復可能性があると認められる場合を除き、当連結会計年度末における時価が取得原

価に比べて50％以上下落した銘柄のほか、当連結会計年度末における時価が取得原価に比べて30％以上50％未満下

落しており、かつ、当該状況が過去２年間継続している銘柄については、回復可能性はないと判断し、減損処理を

行っております。 

２.時価評価されていない主な有価証券の内容 

（デリバティブ取引関係） 

 前中間連結会計期間（自 平成17年１月１日 至 平成17年６月30日）、及び前連結会計年度（自 平成17年１

月１日 至 平成17年12月31日） 

 当社グループはヘッジ目的以外のデリバティブ取引を利用していないため、記載を省略しております。 

 当中間連結会計期間（自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日） 

 （注）ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

  取得価額（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円） 
差額（千円）

(１)株式 11,588 20,764 9,176 

(２)債券    

国債・地方債 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

(３)その他 74,110 117,364 43,254 

合計 85,698 138,129 52,431 

  連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式 54,788 

投資事業組合等への出資金 73,309 

対象物の種類 取引の種類 契約額等(千円) 時価(千円) 評価損益(千円) 

通貨     

 オプション取引    

 
売建プット 

（米ドル） 
982,537 △52,565 △52,565 

 
買建コール 

（米ドル） 
982,537 63,105 63,105 

合計 1,965,075 10,540 10,540 



（ストック・オプション等関係） 

 当中間連結会計期間（自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日） 

 ストック・オプションの内容及び規模 

   当中間連結会計期間において付与したストック・オプションは、以下の通りであります。 

（注）株式数に換算して記載しております。 

 平成18年ストック・オプション 

付与対象者の区分及び人数 
当社従業員    146名 

当社子会社従業員  34名 

ストック・オプションの付与数（注） 普通株式 277,200株 

付与日 平成18年４月25日 

権利確定条件 

 権利行使時においても、当社、または当社子

会社、当社の持分法適用関連会社の取締役、監

査役または従業員としての地位を継続的に保有

すること。 

 なお、当該地位を喪失した時から３ヶ月を経

過したときは、権利行使をすることはできませ

ん。その他、細目については、当社と付与対象

者との間で締結する「新株予約権割当契約書」

に定めるところによります。 

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 

権利行使期間 
自 平成21年４月１日 

至 平成24年３月31日 

権利行使価格（円） 752 

公正な評価単価（付与日）（円） － 



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

 前中間連結会計期間（自 平成17年１月１日 至 平成17年６月30日）、当中間連結会計期間（自 平成18年

１月１日 至 平成18年６月30日）及び前連結会計年度（自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日） 

 当連結グループは、半導体関連事業（半導体販売関連事業及び半導体設計関連事業）を営む単一セグメント

であるため、該当事項はありません。 

【所在地別セグメント情報】 

 前中間連結会計期間（自 平成17年１月１日 至 平成17年６月30日）、当中間連結会計期間（自 平成18年

１月１日 至 平成18年６月30日）及び前連結会計年度（自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

【海外売上高】 

 前中間連結会計期間（自 平成17年１月１日 至 平成17年６月30日）、当中間連結会計期間（自 平成18年

１月１日 至 平成18年６月30日）及び前連結会計年度（自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日） 

 海外売上高は、いずれも連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 



（１株当たり情報） 

 （注）１株当たり中間（当期）純利益金額又は純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年１月１日 
 至 平成17年６月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日 
 至 平成18年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年１月１日 
 至 平成17年12月31日) 

１株当たり純資産額    736円35銭

１株当たり中間純利益 7円01銭

１株当たり純資産額 743円46銭

１株当たり中間純損失 3円18銭

１株当たり純資産額 751円61銭

１株当たり当期純利益 20円47銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、希薄化

効果を有している潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益については、潜在株式は

存在するものの１株当たり中間純損

失であるため記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額については、希薄化

効果を有している潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。 

  
前中間連結会計期間
(自 平成17年１月１日 
 至 平成17年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日 
 至 平成18年６月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年１月１日 
 至 平成17年12月31日)

１株当たり中間（当期）純利益金額

又は純損失金額 
   

中間（当期）純利益又は損失

（△）（千円） 
82,167 △37,099 243,494 

普通株主に帰属しない金額 

（千円） 
－ － 4,174 

（うち利益処分による役員賞与

金） 
（－） （－） （4,174） 

普通株式に係る中間（当期）純利

益又は損失（△）（千円） 
82,167 △37,099 239,320 

期中平均株式数（株） 11,716,212 11,661,206 11,691,064 

    

希薄化効果を有しないため、潜在株

式調整後１株当たり中間（当期）純

利益の算定に含めなかった潜在株式

の概要 

（旧商法第280条ノ19の

規定に基づく新株引受

権） 

 新株引受権２種類

（新株引受権の行使に

より発行される株式数

319,000株） 

（商法第280条ノ20及び

第280条ノ21の規定に基

づく新株予約権） 

３種類2,650個（新株予

約権の行使により発行

される株式数265,000

株） 

 以上の詳細につきま

しては、「第４ 提出

会社の状況、１ 株式

等の状況、（２）新株

予約権等の状況」に記

載のとおりでありま

す。 

（旧商法第280条ノ19の

規定に基づく新株引受

権） 

 新株引受権２種類

（新株引受権の行使に

より発行される株式数

281,600株） 

（旧商法第280条ノ20及

び第280条ノ21の規定に

基づく新株予約権） 

４種類5,272個（新株予

約権の行使により発行

される株式数527,200

株） 

 以上の詳細につきま

しては、「第４ 提出

会社の状況、１ 株式

等の状況、（２）新株

予約権等の状況」に記

載のとおりでありま

す。 

（旧商法第280条ノ19の

規定に基づく新株引受

権） 

 新株引受権２種類

（新株引受権の行使に

より発行される株式数

315,300株） 

（商法第280条ノ20及び

第280条ノ21の規定に基

づく新株予約権） 

３種類2,600個（新株予

約権の行使により発行

される株式数260,000

株） 

 以上の詳細につきま

しては、「第４ 提出

会社の状況、１ 株式

等の状況、（２）新株

予約権等の状況」に記

載のとおりでありま

す。 



（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 

(２)【その他】 

 該当事項はありません。 



２【中間財務諸表等】 

（１)【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

    
前中間会計期間末 

（平成17年６月30日） 
当中間会計期間末 
（平成18年６月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成17年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１．現金及び預金  2,190,858   700,240   2,889,901   

２．受取手形   232,015   20,669   301,531   

３．売掛金  2,845,671   827,464   3,096,519   

４．たな卸資産  5,015,281   617,465   3,867,744   

５．短期貸付金  －   2,400,000   50,000   

６．未収入金 ※2 －   2,581,123   1,034,173   

７．その他 ※2 582,146   83,133   118,387   

８．貸倒引当金  △815   △221   △4,165   

流動資産合計   10,865,157 86.1  7,229,874 75.8  11,354,091 87.0 

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産 ※1  142,377 1.1  103,647 1.1  125,154 1.0 

２．無形固定資産   83,351 0.7  43,078 0.4  57,493 0.4 

３．投資その他の資産           

(1)投資有価証券  1,139,842   1,683,348   1,144,694   

(2)その他  386,902   483,985   367,882   

投資その他の資産
合計   1,526,744 12.1  2,167,334 22.7  1,512,577 11.6 

固定資産合計   1,752,473 13.9  2,314,060 24.2  1,695,224 13.0 

資産合計   12,617,631 100.0  9,543,935 100.0  13,049,316 100.0 

           

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１．買掛金  1,641,710   251,385   1,788,373   

２．短期借入金  1,650,000   350,000   1,800,000   

３．未払法人税等  21,000   7,028   49,500   

４．賞与引当金  48,658   35,780   31,637   

５．その他  355,183   183,576   356,226   

流動負債合計   3,716,552 29.4  827,770 8.7  4,025,737 30.9 

Ⅱ 固定負債           

１．退職給付引当金  32,710   16,534   21,106   

２．役員退職慰労引当金  221,939   197,897   221,939   

３．その他  94,262   38,176   102,306   

固定負債合計   348,911 2.8  252,608 2.6  345,351 2.6 

負債合計   4,065,464 32.2  1,080,378 11.3  4,371,089 33.5 

 



    
前中間会計期間末 
（平成17年６月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年６月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成17年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   1,339,634 10.6  － －  1,339,634 10.3 

Ⅱ 資本剰余金           

１．資本準備金  1,678,512   －   1,678,512   

資本剰余金合計   1,678,512 13.3  － －  1,678,512 12.8 

Ⅲ 利益剰余金           

１．利益準備金  46,100   －   46,100   

２．任意積立金  5,400,000   －   5,400,000   

３．中間（当期）未処
分利益  209,401   －   317,047   

利益剰余金合計   5,655,501 44.8  － －  5,763,147 44.2 

Ⅳ その他有価証券評価
差額金   8,345 0.1  － －  27,092 0.2 

Ⅴ 自己株式   △129,827 △1.0  － －  △130,161 △1.0 

資本合計   8,552,167 67.8  － －  8,678,226 66.5 

負債・資本合計   12,617,631 100.0  － －  13,049,316 100.0 

           

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本           

１．資本金   － －  1,339,634 14.0  － － 

２．資本剰余金           

(1)資本準備金  －   1,678,512   －   

資本剰余金合計   － －  1,678,512 17.6  － － 

３．利益剰余金           

(1)利益準備金  －   46,100   －   

(2)その他利益剰余金           

別途積立金  －   5,400,000   －   

繰越利益剰余金  －   104,413   －   

利益剰余金合計   － －  5,550,513 58.2  － － 

４．自己株式   － －  △130,403 △1.4  － － 

株主資本合計   － －  8,438,258 88.4  － － 

Ⅱ 評価・換算差額等           

１．その他有価証券評
価差額金   －   23,933   －  

２．繰延ヘッジ損益   －   1,365   －  

評価・換算差額等合
計   － －  25,298 0.3  － － 

純資産合計   － －  8,463,556 88.7  － － 

負債純資産合計   － －  9,543,935 100.0  － － 

           



②【中間損益計算書】 

    
前中間会計期間 

(自 平成17年１月１日 
 至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年１月１日 
 至 平成18年６月30日) 

前事業年度の要約損益計算書 
(自 平成17年１月１日 
 至 平成17年12月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   6,949,970 100.0  3,613,627 100.0  14,774,182 100.0 

Ⅱ 売上原価   5,600,551 80.6  2,934,574 81.2  12,069,768 81.7 

売上総利益   1,349,419 19.4  679,052 18.8  2,704,413 18.3 

Ⅲ 販売費及び一般管理
費   1,164,509 16.7  959,390 26.6  2,302,297 15.6 

営業利益又は損失
(△)   184,910 2.7  △280,338 △7.8  402,115 2.7 

Ⅳ 営業外収益 ※1  22,314 0.3  151,202 4.2  23,605 0.2 

Ⅴ 営業外費用 ※2  132,624 1.9  26,603 0.7  166,302 1.1 

経常利益又は損失
(△)   74,599 1.1  △155,738 △4.3  259,418 1.8 

Ⅵ 特別利益 ※3  33,202 0.4  22,108 0.6  44,351 0.3 

Ⅶ 特別損失 ※4,5  810 0.0  21,012 0.6  4,476 0.1 

税引前中間(当期)
純利益又は損失
(△) 

  106,991 1.5  △154,641 △4.3  299,294 2.0 

法人税、住民税及
び事業税  17,132   1,965   125,210   

法人税等調整額  22,788 39,921 0.5 △60,587 △58,622 △1.6 △633 124,577 0.8 

中間(当期)純利益
又は損失(△)   67,070 1.0  △96,019 △2.7  174,717 1.2 

前期繰越利益   142,330   －   142,330  

中間(当期)未処分
利益   209,401   －   317,047  

           



③【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間（自平成18年１月１日 至平成18年６月30日） 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金  

自己株式 
株主資本 
合計 

資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金  
利益剰余金
合計 

別途積立金
繰越利益 
剰余金 

平成17年12月31日残高（千円） 1,339,634 1,678,512 46,100 5,400,000 317,047 5,763,147 △130,161 8,651,134 

中間会計期間中の変動額         

剰余金の配当         △116,614 △116,614   △116,614 

中間純損失         △96,019 △96,019   △96,019 

自己株式の取得             △242 △242 

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額） 
                

中間会計期間中の変動額合計 

（千円） 
        △212,634 △212,634 △242 △212,876 

平成18年６月30日残高（千円） 1,339,634 1,678,512 46,100 5,400,000 104,413 5,550,513 △130,403 8,438,258 

 

評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券評価差額

金 
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 

平成17年12月31日残高（千円） 27,092   27,092 8,678,226 

中間会計期間中の変動額     

剰余金の配当       △116,614 

中間純損失       △96,019 

自己株式の取得       △242 

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額） 
△3,158 1,365 △1,793 △1,793 

中間会計期間中の変動額合計 

（千円） 
△3,158 1,365 △1,793 △214,670 

平成18年６月30日残高（千円） 23,933 1,365 25,298 8,463,556 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年１月１日 
 至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年１月１日 
 至 平成18年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年１月１日 
 至 平成17年12月31日) 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

(１)有価証券 (１)有価証券 (１)有価証券 

① その他有価証券 ① その他有価証券 ① その他有価証券 

時価のあるもの 時価のあるもの 時価のあるもの 

中間決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差

額は全部資本直入法によ

り処理し、売却原価は移

動平均法により算定） 

中間決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差

額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は

移動平均法により算定） 

決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は

全部資本直入法により処

理し、売却原価は移動平

均法により算定） 

 時価のないもの 時価のないもの 時価のないもの 

 移動平均法による原価法 同   左 同   左 

 ② 子会社株式 ② 子会社株式 ② 子会社株式 

 移動平均法による原価法 同   左 同   左 

 (２)デリバティブ (２)デリバティブ (２)デリバティブ 

 時価法 同   左 同   左 

 (３)たな卸資産 (３)たな卸資産 (３)たな卸資産 

 ① 商品 ① 商品 ① 商品 

 移動平均法による原価法 同   左 同   左 

 ② 貯蔵品 ② 貯蔵品 ② 貯蔵品 

 最終仕入原価法 同   左 同   左 

２．固定資産の減価償却の方

法 

(１)有形固定資産 (１)有形固定資産 (１)有形固定資産 

 定率法（ただし、平成10年

４月１日以降に取得した建物

（附属設備を除く）について

は定額法） 

 主な耐用年数は、建物10年

～45年、工具器具備品５年～ 

15年であります。 

同   左 同   左 

 (２)無形固定資産 (２)無形固定資産 (２)無形固定資産 

  定額法を採用しておりま

す。 

 主な耐用年数は、自社利用

のソフトウエア５年でありま

す。 

同   左 同   左 

３．引当金の計上基準 (１)貸倒引当金 (１)貸倒引当金 (１)貸倒引当金 

  債権の貸倒れによる損失に

備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上し

ております。 

同   左 同   左 

 (２)賞与引当金 (２)賞与引当金 (２)賞与引当金 

  従業員の賞与の支給に備え

て、賞与支給見込額の当中間

会計期間負担額を計上してお

ります。 

同   左  従業員の賞与の支給に備え

るため、支給見込額に基づき

計上しております。 

 



項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年１月１日 
 至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年１月１日 
 至 平成18年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年１月１日 
 至 平成17年12月31日) 

 (３)退職給付引当金 (３)退職給付引当金 (３)退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備える

ため、当中間会計期間末にお

ける退職給付債務の見込額及

び年金資産残高に基づき計上

しております。 

  

同   左 

  

 従業員の退職給付に備える

ため、当事業年度末における

退職給付債務の見込額及び年

金資産残高に基づき計上して

おります。 

  

 (４)役員退職慰労引当金 (４)役員退職慰労引当金 (４)役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金の支給に

備えるため、内規に基づく中

間会計期間末要支給額を計上

しております。 

 なお、平成17年２月14日開

催の取締役会において、平成1

7年３月26日開催の第23期定時

株主総会終結の時をもって、

役員退職慰労金制度を凍結す

ることを決議したことによ

り、同日以降の新たな繰り入

れは行っておりません。 

 役員の退職慰労金の支給に

備えるため、内規に基づく中

間会計期間末要支給額を計上

しております。 

 なお、平成17年３月26日を

もって、役員退職慰労金制度

を凍結したため、同日以降の

新たな繰り入れは行っており

ません。 

 役員の退職慰労金の支給に

備えるため、内規に基づく期

末要支給額を計上しておりま

す。 

 なお、平成17年３月26日を

もって、役員退職慰労金制度

を凍結したため、同日以降の

新たな繰り入れは行っており

ません。 

４．外貨建の資産又は負債の

本邦通貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、中間決

算日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損益として処

理しております。 

 なお、為替予約の振当処理の対

象となっている外貨建金銭債務

は、当該為替予約の円貨額に換算

しております。 

同   左  外貨建金銭債権債務は、期末日

の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理し

ております。 

 なお、為替予約の振当処理の対

象となっている外貨建金銭債務

は、当該為替予約の円貨額に換算

しております。 

５．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりま

す。 

同   左 同   左 

 



項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年１月１日 
 至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年１月１日 
 至 平成18年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年１月１日 
 至 平成17年12月31日) 

６．ヘッジ会計の方法 (１)ヘッジ会計の方法 (１)ヘッジ会計の方法 (１)ヘッジ会計の方法 

  繰延ヘッジ処理によってお

ります。 

 但し、外貨建金銭債務をヘ

ッジ対象とする為替予約につ

いては振当処理によっており

ます。 

同   左 同   左 

 (２)ヘッジ手段とヘッジ対象 (２)ヘッジ手段とヘッジ対象 (２)ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段 ヘッジ手段 ヘッジ手段 

 為替予約取引 同   左 同   左 

 ヘッジ対象 ヘッジ対象 ヘッジ対象 

 外貨建金銭債務及び外貨

建予定取引 

同   左 同   左 

 (３)ヘッジ方針 (３)ヘッジ方針 (３)ヘッジ方針 

  輸入計画策定時に取締役会

においてヘッジ手段を決議し

ております。 

同   左 同   左 

 (４)ヘッジ有効性評価の方法 (４)ヘッジ有効性評価の方法 (４)ヘッジ有効性評価の方法 

  ヘッジ対象のキャッシュ・

フローの変動の累計とヘッジ

手段のキャッシュ・フローの

変動の累計を半期毎に比較

し、両者の変動額等を基礎に

して、ヘッジ有効性を判断し

ております。 

同   左 同   左 

７．その他中間財務諸表(財

務諸表)作成のための基

本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は税抜

方式によっております。 

同   左 同   左 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

────── （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間会計期間より、固定資産の減

損に係る会計基準（「固定資産の減損

に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会 平成14年８月

９日））及び「固定資産の減損に係る

会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第６号 平成15年10月31日）

を適用しております。これにより税引

前中間純損失は、17,111千円増加して

おります。 

 なお、減損損失累計額については、

改正後の中間財務諸表等規則に基づき

各資産の金額から直接控除しておりま

す。 

────── 

────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準） 

 当中間会計期間より、「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第５号 平成17年

12月９日）及び「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準等の適用

指針」（企業会計基準適用指針第８号

平成17年12月９日）を適用しておりま

す。 

 従来の資本の部の合計に相当する金

額は8,462,191千円であります。 

 なお、中間財務諸表等規則の改正に

より、当中間会計期間における中間貸

借対照表の純資産の部については、改

正後の中間財務諸表等規則により作成

しております。  

────── 

────── （役員賞与に関する会計基準） 

 当中間会計期間より、「役員賞与に

関する会計基準」（企業会計基準第４

号 平成17年11月29日）を適用してお

ります。これによる、当中間会計期間

の損益に与える影響はありません。 

────── 



表示方法の変更 

追加情報 

前中間会計期間 
(自 平成17年１月１日 
 至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年１月１日 
 至 平成18年６月30日) 

（中間貸借対照表） （中間貸借対照表） 

 「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成16

年法律第97号）により、証券取引法第２条第２項に

おいて、投資事業有限責任組合及びこれに類する組

合への出資を有価証券とみなすこととされました。 

 これに伴い、前中間会計期間において投資その他

の資産の「その他」に含めて表示していた当該出資

の額（前中間会計期間末63,540千円）を当中間会計

期間より「投資有価証券」として表示しておりま

す。 

 なお、当中間会計期間末の「投資有価証券」に含

まれる当該出資の額は67,857千円であります。 

 「未収入金」は、前中間会計期間まで、流動資産

の「その他」に含めて表示しておりましたが、当中

間会計期間末において資産の総額の５／100を超えた

ため区分掲載しました。 

 なお、前中間会計期間末における「未収入金」の

金額は490,754千円であります。 

前中間会計期間 
(自 平成17年１月１日 
 至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年１月１日 
 至 平成18年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年１月１日 
 至 平成17年12月31日) 

（法人事業税の外形標準課税制度の導

入） 

 「地方税法等の一部を改正する法

律」（平成15年法律第９号）が平成15

年３月31日に公布され、平成16年４月

１日以降に開始する事業年度より外形

標準課税制度が導入されたことに伴

い、当中間会計期間から「法人事業税

における外形標準課税部分の損益計算

書上の表示についての実務上の取扱

い」（平成16年２月13日 企業会計基

準委員会 実務対応報告第12号）によ

り法人事業税の付加価値割及び資本割

については、販売費及び一般管理費に

計上しております。 

 この結果、販売費及び一般管理費が

6,324千円増加し、営業利益、経常利

益及び税引前中間純利益が、それぞれ

同額減少しております。 

────── （法人事業税の外形標準課税制度の導

入） 

 「地方税法等の一部を改正する法

律」（平成15年法律第９号）が平成15

年３月31日に公布され、平成16年４月

１日以降に開始する事業年度より外形

標準課税制度が導入されたことに伴

い、当事業年度から「法人事業税にお

ける外形標準課税部分の損益計算書上

の表示についての実務上の取扱い」

（平成16年２月13日 企業会計基準委

員会 実務対応報告第12号）により法

人事業税の付加価値割及び資本割につ

いては、販売費及び一般管理費に計上

しております。 

 この結果、販売費及び一般管理費が

14,062千円増加し、営業利益、経常利

益及び税引前当期純利益が、それぞれ

同額減少しております。 



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 
（平成17年６月30日） 

当中間会計期間末
（平成18年６月30日） 

前事業年度末 
（平成17年12月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計

額 

※１．有形固定資産の減価償却累計

額 

※１．有形固定資産の減価償却累計

額 

371,598千円 382,357千円 379,075千円

※２．消費税等の取扱い ※２．消費税等の取扱い ※２．   ────── 

 仮受消費税等及び仮払消費

税等は、相殺の上、相殺後の

金額を流動資産の「その他」

に含めて表示しております。 

 仮受消費税等及び仮払消費

税等は、相殺の上、相殺後の

金額を流動資産の「未収入

金」に含めて表示しておりま

す。 

 

 ３．債権流動化による遡及義務  ３．債権流動化による遡及義務  ３．債権流動化による遡及義務 

311,813千円 277,307千円 303,713千円

 ４．偶発債務  ４．偶発債務  ４．偶発債務 

(1)関係会社の金融機関からの

借入金に対する保証 

(1)関係会社の金融機関からの

借入金に対する保証 

(1)関係会社の金融機関からの

借入金に対する保証 

アルファ電子株式会社 アルファ電子株式会社 アルファ電子株式会社 

  158,400千円   228,150千円   137,600千円

(2)関係会社の仕入債務に対す

る保証 

(2)関係会社の仕入債務に対す

る保証 

(2)関係会社の仕入債務に対す

る保証 

アルファ電子株式会社 アルファ電子株式会社 アルファ電子株式会社 

146,151千円 250,000千円 142,374千円

５．運転資金の効率的な調達を行

うため取引銀行４行と当座貸

越契約及び貸出コミットメン

ト契約を締結しております。

これら契約に基づく当中間会

計期間末の借入未実行残高は

次のとおりであります。 

 千円

当座貸越契約及び

貸出コミットメン

トの総額 

7,900,000

借入実行残高 1,350,000

差引額 6,550,000

５．運転資金の効率的な調達を行

うため取引銀行３行と当座貸

越契約及び貸出コミットメン

ト契約を締結しております。

これら契約に基づく当中間会

計期間末の借入未実行残高は

次のとおりであります。 

 千円

当座貸越契約及び

貸出コミットメン

トの総額 

7,900,000

借入実行残高 －

差引額 7,900,000

５．運転資金の効率的な調達を行

うため取引銀行４行と当座貸

越契約及び貸出コミットメン

ト契約を締結しております。

これら契約に基づく当事業年

度末の借入未実行残高は次の

とおりであります。 

 千円

当座貸越契約及び

貸出コミットメン

トの総額 

7,900,000

借入実行残高 1,350,000

差引額 6,550,000



（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 
(自 平成17年１月１日 
 至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年１月１日 
 至 平成18年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年１月１日 
 至 平成17年12月31日) 

※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 12千円 

受取配当金 15,908千円 

受取利息 531千円 

受取手数料 112,896千円 

為替差益 16,623千円 

受取利息 513千円 

受取配当金 15,908千円 

※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 7,975千円 

為替差損 104,688千円 

支払利息 7,811千円 

支払手数料 9,471千円 

手形債権譲渡損 3,456千円 

売掛債権譲渡損 4,411千円 

支払利息 16,986千円 

為替差損 116,623千円 

※３．特別利益のうち主要なもの ※３．特別利益のうち主要なもの ※３．特別利益のうち主要なもの 

投資有価証券売

却益 

29,558千円 貸倒引当金戻入

益 

3,944千円 

投資有価証券売

却益 

18,000千円 

投資有価証券売

却益 

41,558千円 

※４．    ―――――― ※４．特別損失のうち主要なもの ※４．特別損失のうち主要なもの 

 固定資産除却損 3,900千円 

減損損失 17,111千円 

固定資産除却損 1,201千円 

固定資産評価損 2,972千円 

※５．    ―――――― ※５．減損損失 ※５．    ―――――― 

  当社は、以下の資産グループに

ついて減損損失を計上しました。 

 当社は、全社及び遊休資産を減

損損失を把握するグルーピングの

単位としております。 

 市場価格の著しい下落により、

遊休資産に区分されている上記の

帳簿価額を回収可能価額まで減額

し、当該減少額を減損損失として

特別損失に計上しております。 

 なお、当資産グループの回収可

能価額は、譲渡見込価額を基礎と

して評価しております。 

場所 用途 種類 減損損失 

神奈川

県大和

市 

遊休
土地 

建物 

11,194

5,917

千円

千円

 

 ６．減価償却実施額  ６．減価償却実施額  ６．減価償却実施額 

有形固定資産 17,315千円 

無形固定資産 34,363千円 

有形固定資産 15,235千円 

無形固定資産 17,933千円 

有形固定資産 36,655千円 

無形固定資産 62,611千円 



（中間株主資本等変動計算書関係） 

当中間会計期間（自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加492株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

  
前事業年度末株式数
（株） 

当中間会計期間増加
株式数（株） 

当中間会計期間減少
株式数（株） 

当中間会計期間末株
式数（株） 

普通株式 （注） 188,415 492 － 188,907 

合計 188,415 492 － 188,907 



（リース取引関係） 

（有価証券関係） 

 前中間会計期間末（平成17年６月30日）、当中間会計期間末（平成18年６月30日）及び前事業年度末（平成17

年12月31日）における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

前中間会計期間 
(自 平成17年１月１日 
 至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年１月１日 
 至 平成18年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年１月１日 
 至 平成17年12月31日) 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引 

(１)リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額 

(１)リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額 

(１)リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末

残高相当額 

  

取得価額
相当額 
(千円) 

減価償却
累計額相
当額 
(千円) 

中間期末
残高相当
額 
(千円) 

ソフト
ウエア 

206,723 192,670 14,052

車両運
搬具 

29,880 3,937 25,943

合計 236,604 196,607 39,996

  

取得価額
相当額 
(千円) 

減価償却
累計額相
当額 
(千円) 

中間期末
残高相当
額 
(千円) 

ソフト
ウエア 

18,600 16,740 1,860

車両運
搬具 

29,880 8,917 20,963

合計 48,480 25,657 22,823

取得価額
相当額 
(千円) 

減価償却
累計額相
当額 
(千円) 

期末残高
相当額 
(千円) 

ソフト
ウエア 

35,850 30,692 5,157

車両運
搬具 

29,880 6,427 23,453

合計 65,730 37,119 28,611

(２)未経過リース料中間期末残高相

当額 

(２)未経過リース料中間期末残高相

当額 

(２)未経過リース料期末残高相当額 

 １年内 17,368千円 

 １年超 23,464千円 

 合計 40,833千円 

 １年内 6,820千円

 １年超 16,644千円

 合計 23,464千円

 １年内 10,166千円

 １年超 19,097千円

 合計 29,264千円

(３)支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

(３)支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

(３)支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

支払リース料 61,367千円 

減価償却費相

当額 
58,529千円 

支払利息相当

額 
857千円 

支払リース料 6,181千円

減価償却費相

当額 
5,787千円

支払利息相当

額 
382千円

支払リース料 73,404千円

減価償却費相

当額 
69,914千円

支払利息相当

額 

1,325千円

(４)減価償却費相当額の算定方法 (４)減価償却費相当額の算定方法 (４)減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法によ

っております。 

同   左 同   左 

(５)利息相当額の算定方法 (５)利息相当額の算定方法 (５)利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の

取得価額相当額との差額を利息

相当額とし、各期への配分方法

については、利息法によってお

ります。 

同   左 同   左 



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり中間（当期）純利益金額又は純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

前中間会計期間 
(自 平成17年１月１日 
 至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年１月１日 
 至 平成18年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年１月１日 
 至 平成17年12月31日) 

１株当たり純資産額 733円34銭 

１株当たり中間純利益   5円72銭 

１株当たり純資産額 725円80銭 

１株当たり中間純損失 8円23銭 

１株当たり純資産額 744円18銭 

１株当たり当期純利益 14円94銭 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益については、希薄化効果

を有している潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益については、潜在株式は

存在するものの１株当たり中間純損

失であるため記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益については、希薄化効果

を有している潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。 

  
前中間会計期間

(自 平成17年１月１日 
 至 平成17年６月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年１月１日 
 至 平成18年６月30日)

前事業年度 
(自 平成17年１月１日 
 至 平成17年12月31日)

１株当たり中間（当期）純利益金額

又は純損失金額 
   

中間（当期）純利益又は損失(△)

（千円） 
67,070 △96,019 174,717 

普通株主に帰属しない金額 

（千円） 
－ － － 

（うち利益処分による役員賞与

金） 
（－） （－） （－） 

普通株式に係る中間（当期）純利

益又は損失(△)（千円） 
67,070 △96,019 174,717 

期中平均株式数（株） 11,716,212 11,661,206 11,691,064 

    

希薄化効果を有しないため、潜在株

式調整後１株当たり中間（当期）純

利益の算定に含めなかった潜在株式

の概要 

（旧商法第280条ノ19の

規定に基づく新株引受

権） 

 新株引受権２種類

（新株引受権の行使に

より発行される株式数

319,000株） 

（商法第280条ノ20及び

第280条ノ21の規定に基

づく新株予約権） 

３種類2,650個（新株予

約権の行使により発行

される株式数265,000

株） 

 以上の詳細につきま

しては、「第４ 提出

会社の状況、１ 株式

等の状況、（２）新株

予約権等の状況」に記

載のとおりでありま

す。 

（旧商法第280条ノ19の

規定に基づく新株引受

権） 

 新株引受権２種類

（新株引受権の行使に

より発行される株式数

281,600株） 

（旧商法第280条ノ20及

び第280条ノ21の規定に

基づく新株予約権） 

４種類5,272個（新株予

約権の行使により発行

される株式数527,200

株） 

 以上の詳細につきま

しては、「第４ 提出

会社の状況、１ 株式

等の状況、（２）新株

予約権等の状況」に記

載のとおりでありま

す。 

（旧商法第280条ノ19の

規定に基づく新株引受

権） 

 新株引受権２種類

（新株引受権の行使に

より発行される株式数

315,300株） 

（商法第280条ノ20及び

第280条ノ21の規定に基

づく新株予約権） 

３種類2,600個（新株予

約権の行使により発行

される株式数260,000

株） 

 以上の詳細につきま

しては、「第４ 提出

会社の状況、１ 株式

等の状況、（２）新株

予約権等の状況」に記

載のとおりでありま

す。 



（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 



(２)【その他】 

 該当事項はありません。 



第６【提出会社の参考情報】 

 当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

（１）有価証券報告書及びその添付書類 

事業年度（第24期）（自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日）平成18年３月27日関東財務局長に提出。 

（２）有価証券届出書 

旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権の無償発行に関する有価証券届出書であります。平

成18年４月11日関東財務局長に提出。 

（３）有価証券届出書の訂正届出書 

平成18年４月25日関東財務局長に提出。 

平成18年４月11日関東財務局長に提出の有価証券届出書に係る訂正届出書であります。 

（４）臨時報告書 

平成18年１月26日関東財務局長に提出。 

証券取引法第24条の５第４項ならびに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号（主要株主の異動）

の規定に基づく臨時報告書であります。 

平成18年５月16日関東財務局長に提出。 

証券取引法第24条の５第４項ならびに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号（特定子会社の異

動）の規定に基づく臨時報告書であります。 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



独立監査人の中間監査報告書 

   平成17年９月12日 

株式会社 パルテック    

（定款上の商号 株式会社 ＰＡＬＴＥＫ）   

取締役会 御中 

監査法人 トーマツ

指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 杉本 茂次  印 

指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 日下 靖規  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社パルテック（定款上の商号 株式会社ＰＡＬＴＥＫ）の平成17年１月１日から平成17年12月31日までの連結会計年度の

中間連結会計期間（平成17年１月１日から平成17年６月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対

照表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。

この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を

表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連

結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて

追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のた

めの合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準

に準拠して、株式会社パルテック（定款上の商号 株式会社ＰＡＬＴＥＫ）及び連結子会社の平成17年６月30日現在の財

政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間（平成17年１月１日から平成17年６月30日まで）の経営成績及びキ

ャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

（注）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会

社）が別途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

   平成18年９月12日 

株式会社 パルテック    

（定款上の商号 株式会社 ＰＡＬＴＥＫ）   

取締役会 御中 

監査法人 トーマツ

指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 杉本 茂次  印 

指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 日下 靖規  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社パルテック（定款上の商号 株式会社ＰＡＬＴＥＫ）の平成18年１月１日から平成18年12月31日までの連結会計年度の

中間連結会計期間（平成18年１月１日から平成18年６月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対

照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を

行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対す

る意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連

結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて

追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のた

めの合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準

に準拠して、株式会社パルテック（定款上の商号 株式会社ＰＡＬＴＥＫ）及び連結子会社の平成18年６月30日現在の財

政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間（平成18年１月１日から平成18年６月30日まで）の経営成績及びキ

ャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

追記情報 

 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載のとおり、会社は当中間連結会計期間から固定資産

の減損に係る会計基準が適用されることとなったため、この会計基準を適用し中間連結財務諸表を作成している。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

（注）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会

社）が別途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

   平成17年９月12日 

株式会社 パルテック    

（定款上の商号 株式会社 ＰＡＬＴＥＫ）   

取締役会 御中 

監査法人 トーマツ

指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 杉本 茂次  印 

指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 日下 靖規  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社パルテック（定款上の商号 株式会社ＰＡＬＴＥＫ）の平成17年１月１日から平成17年12月31日までの第24期事業年度

の中間会計期間（平成17年１月１日から平成17年６月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中

間損益計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場

から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、株式会社パルテック（定款上の商号 株式会社ＰＡＬＴＥＫ）の平成17年６月30日現在の財政状態及び同日をもって

終了する中間会計期間（平成17年１月１日から平成17年６月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているも

のと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

（注）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会

社）が別途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

   平成18年９月12日 

株式会社 パルテック    

（定款上の商号 株式会社 ＰＡＬＴＥＫ）   

取締役会 御中 

監査法人 トーマツ

指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 杉本 茂次  印 

指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 日下 靖規  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社パルテック（定款上の商号 株式会社ＰＡＬＴＥＫ）の平成18年１月１日から平成18年12月31日までの第25期事業年度

の中間会計期間（平成18年１月１日から平成18年６月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間

損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当

監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、株式会社パルテック（定款上の商号 株式会社ＰＡＬＴＥＫ）の平成18年６月30日現在の財政状態及び同日をもって

終了する中間会計期間（平成18年１月１日から平成18年６月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているも

のと認める。 

追記情報 

 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載のとおり、会社は当中間会計期間から固定資産の減損に

係る会計基準が適用されることとなったため、この会計基準を適用し中間財務諸表を作成している。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

（注）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会

社）が別途保管しております。 
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